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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理方法であって、
　マスタ基地局によって、new radioパケットデータコンバージェンスプロトコル（NR PD
CP）構成と前記NR PDCP構成に対応するデータ無線ベアラ（DRB）の識別情報とを含む、第
1のcontainerをセカンダリ基地局から受信するステップであって、前記NR PDCP構成が前
記DRBの前記識別情報と1対1対応を有する、受信するステップと、
　前記マスタ基地局によって、第2のcontainerを前記セカンダリ基地局から受信するステ
ップであって、前記第2のcontainerが前記NR PDCP構成以外の前記セカンダリ基地局の無
線インターフェース構成と前記DRBの前記識別情報を含み、前記無線インターフェース構
成が前記DRBの前記識別情報と1対1対応を有する、受信するステップと、
　前記マスタ基地局によって、前記第1のcontainerと前記第2のcontainerとを端末に送信
するステップと、を含み、
　前記マスタ基地局と前記セカンダリ基地局とが異なるRATの基地局である、情報処理方
法。
【請求項２】
　前記NR PDCP構成が前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグループベアラ（SCG beare
r）に対応し、もしくは、前記NR PDCP構成が前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグル
ープスプリットベアラ（SCG split bearer）に対応する、
請求項1に記載の方法。
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【請求項３】
　前記マスタ基地局と前記セカンダリ基地局との両方がNR PDCPを使用する、請求項1から
2のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
　情報処理方法であって、
　セカンダリ基地局によって、new radioパケットデータコンバージェンスプロトコル（N
R PDCP）構成と前記NR PDCP構成に対応するデータ無線ベアラ（DRB）の識別情報とを含む
、第1のcontainerを生成するステップと、
　前記セカンダリ基地局によって、前記第1のcontainerをマスタ基地局に送信するステッ
プであって、前記NR PDCP構成が前記DRBの前記識別情報と1対1対応を有する、送信するス
テップと、
　前記セカンダリ基地局によって、第2のcontainerを生成するステップであって、前記第
2のcontainerが前記NR PDCP構成以外の前記セカンダリ基地局の無線インターフェース構
成と前記DRBの前記識別情報を含み、前記無線インターフェース構成が前記DRBの前記識別
情報と1対1対応を有する、生成するステップと、
　前記セカンダリ基地局によって、前記第2のcontainerを前記マスタ基地局に送信するス
テップと、を含み、
　前記マスタ基地局と前記セカンダリ基地局とが異なるRATの基地局である、情報処理方
法。
【請求項５】
　前記NR PDCP構成が、前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグループベアラ（SCG bea
rer）のPDCP構成、もしくは、前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグループスプリッ
トベアラ（SCG split bearer）のPDCP構成を含む、
請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記マスタ基地局と前記セカンダリ基地局との両方がNR PDCPを使用する、請求項4から
5のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　情報処理方法であって、
　端末によって、new radioパケットデータコンバージェンスプロトコル（NR PDCP）構成
と前記NR PDCP構成に対応するデータ無線ベアラ（DRB）の識別情報とを含む、第1のconta
inerをマスタ基地局から受信するステップであって、前記NR PDCP構成が前記DRBの前記識
別情報と1対1対応を有し、前記第1のcontainerがセカンダリ基地局によって生成されたco
ntainerである、受信するステップと、
　前記端末によって、第2のcontainerを前記マスタ基地局から受信するステップであって
、前記第2のcontainerが前記NR PDCP構成以外の前記セカンダリ基地局の無線インターフ
ェース構成と前記DRBの前記識別情報を含み、前記無線インターフェース構成が前記DRBの
前記識別情報と1対1対応を有し、前記第2のcontainerが前記セカンダリ基地局によって生
成されたcontainerである、受信するステップと、
　前記端末によって、前記DRBにPDCPレイヤ構成を適用するステップと、を含む、情報処
理方法。
【請求項８】
　前記NR PDCP構成が、前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグループベアラ（SCG bea
rer）のPDCP構成、もしくは、前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグループスプリッ
トベアラ（SCG split bearer）のPDCP構成を含む、
請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　前記マスタ基地局と前記セカンダリ基地局との両方がNR PDCPを使用する、請求項7から
8のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
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　基地局であって、
　new radioパケットデータコンバージェンスプロトコル（NR PDCP）構成と前記NR PDCP
構成に対応するデータ無線ベアラ（DRB）の識別情報とを含む、第1のcontainerをセカン
ダリ基地局から受信するように構成された受信ユニットであって、前記NR PDCP構成が前
記DRBの前記識別情報と1対1対応を有し、第2のcontainerを前記セカンダリ基地局から受
信し、前記第2のcontainerが前記NR PDCP構成以外の前記セカンダリ基地局の無線インタ
ーフェース構成と前記DRBの前記識別情報を含み、前記無線インターフェース構成が前記D
RBの前記識別情報と1対1対応を有するようにさらに構成された、受信ユニットと、
　前記受信ユニットによって受信された前記第1のcontainerと前記第2のcontainerとを端
末に送信するように構成された送信ユニットと、を備え、
　前記基地局と前記セカンダリ基地局とが異なるRATの基地局である、基地局。
【請求項１１】
　前記NR PDCP構成が、前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグループベアラ（SCG bea
rer）のPDCP構成、もしくは、前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグループスプリッ
トベアラ（SCG split bearer）のPDCP構成を含む、
請求項10に記載の基地局。
【請求項１２】
　前記基地局と前記第2の基地局の両方がNR PDCPを用いる、請求項10から11のいずれか一
項に記載の基地局。
【請求項１３】
　基地局であって、
　new radioパケットデータコンバージェンスプロトコル（NR PDCP）構成と前記NR PDCP
構成に対応するデータ無線ベアラ（DRB）の識別情報とを含む、第1のcontainerを生成す
るように構成された処理ユニットであって、前記NR PDCP構成が前記DRBの前記識別情報と
1対1対応を有し、第2のcontainerを生成し、前記第2のcontainerが前記NR PDCP構成以外
の前記セカンダリ基地局の無線インターフェース構成と前記DRBの前記識別情報を含み、
前記無線インターフェース構成が前記DRBの前記識別情報と1対1対応を有する、ようにさ
らに構成された、処理ユニットと、
　前記第1のcontainerと前記第2のcontainerとをマスタ基地局に送信するように構成され
た送信ユニットと、を備え、
　前記基地局と前記マスタ基地局とが異なるRATの基地局である、基地局。
【請求項１４】
　前記NR PDCP構成が、前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグループベアラ（SCG bea
rer）のPDCP構成、もしくは、前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグループスプリッ
トベアラ（SCG split bearer）のPDCP構成を含む、
請求項13に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記基地局と前記マスタ基地局の両方がNR PDCPを用いる、請求項13から14のいずれか
一項に記載の基地局。
【請求項１６】
　端末であって、
　new radioパケットデータコンバージェンスプロトコル（NR PDCP）構成と前記NR PDCP
構成に対応するデータ無線ベアラ（DRB）の識別情報とを含む、第1のcontainerをマスタ
基地局から受信するように構成された受信ユニットであって、前記NR PDCP構成が前記DRB
の前記識別情報と1対1対応を有し、前記第1のcontainerがセカンダリ基地局によって生成
されたcontainerであり、第2のcontainerを前記マスタ基地局から受信し、前記第2のcont
ainerが前記NR PDCP構成以外の前記セカンダリ基地局の無線インターフェース構成と前記
DRBの前記識別情報を含み、前記無線インターフェース構成が前記DRBの前記識別情報と1
対1対応を有する、ように構成される、受信ユニットと、
　前記第1のcontainerと前記第2のcontainerとに基づいて前記DRB上でPDCPレイヤ構成を
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実行するように構成された処理ユニットと、を備える、端末。
【請求項１７】
　前記NR PDCP構成が前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグループベアラ（SCG beare
r）に対応し、もしくは、前記NR PDCP構成が前記セカンダリ基地局のセカンダリセルグル
ープスプリットベアラ（SCG split bearer）に対応する、
請求項16に記載の端末。
【請求項１８】
　前記基地局と前記マスタ基地局の両方がNR PDCPを用いる、請求項16に記載の端末。
【請求項１９】
　少なくとも1つのメモリと少なくとも1つのプロセッサとを備える通信装置であって、前
記少なくとも1つのメモリがプログラムを格納するように構成され、前記プログラムが実
行されると、前記通信装置が請求項1から3のいずれか一項に記載の方法を実行する、通信
装置。
【請求項２０】
　少なくとも1つのメモリと少なくとも1つのプロセッサとを備える通信装置であって、前
記少なくとも1つのメモリがプログラムを格納するように構成され、前記プログラムが実
行されると、前記通信装置が請求項4から6のいずれか一項に記載の方法を実行する、通信
装置。
【請求項２１】
　少なくとも1つのメモリと少なくとも1つのプロセッサとを備える通信装置であって、前
記少なくとも1つのメモリがプログラムを格納するように構成され、前記プログラムが実
行されると、前記通信装置が請求項7から9のいずれか一項に記載の方法を実行する、通信
装置。
【請求項２２】
　プログラムを有するコンピュータ可読格納媒体であって、プロセッサによって実行され
るときに、前記プログラムが請求項1から9のいずれか一項に記載の方法を実装するために
用いられる、コンピュータ可読格納媒体。
【請求項２３】
　マスタ基地局とセカンダリ基地局とを備える通信システムであって、前記マスタ基地局
が請求項1から5のいずれか一項に記載の方法を行うように構成され、前記セカンダリ基地
局が請求項4から6のいずれか一項に記載の方法を行うように構成さる、通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2017年6月16日に中国国家知識産権局に出願された「INFORMATION PROCESSIN
G METHOD AND RELATED APPARATUS」と題する中国特許出願第201710459681．1号および201
7年8月11日に中国国家知識産権局に出願された「INFORMATION PROCESSING METHOD AND RE
LATED APPARATUS」と題する中国特許出願第201710687862．X号の優先権を主張するもので
あり、これらは両方ともその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本出願の実施形態は、通信分野に関し、詳細には、情報処理方法、基地局、および端末
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　将来の第5世代（5th Generation、5G）のネットワーク構築では、ロングタームエボリ
ューション（Long Term Evolution、LTE）システムとnew radio（New Radio、NR）システ
ムとの間のデュアルコネクティビティ（dual connection、DC）（略称「LTE－NR DC」）
は、端末がLTE無線インターフェースおよびNR無線インターフェースの両方から無線リソ
ースを取得できるようにするために使用され、それにより無線リソース利用率を改善し、
伝送速度を高めることができる。
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【０００４】
　LTE－NR DCシナリオでは、マスタ基地局とセカンダリ基地局とは異なるRATの基地局で
ある。例えば、マスタ基地局はLTE基地局であり、セカンダリ基地局はNR基地局である。
このシナリオでは、端末がどのようにNR PDCP構成を取得するかについて緊急の解決策が
必要である。
【発明の概要】
【０００５】
　本出願の実施形態は、LTE－NR DCシナリオにおいて端末がどのようにNR PDCP構成を取
得するかに関する問題を解決するための情報処理方法、基地局、および端末を提供する。
【０００６】
　上述の問題を解決するために、本出願は次の技術的解決策を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第1の態様によれば、本出願は情報処理方法を提供する。本方法は、マスタ基地局によ
って、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するデータ無線ベアラ（data radio bearer、DRB
）の識別情報とをセカンダリ基地局から受信するステップと、NR PDCP構成とDRBの識別情
報とを受信した後、マスタ基地局によって、NR PDCP構成とDRBの識別情報とを端末に転送
するステップであって、マスタ基地局とセカンダリ基地局とが異なるRATの基地局である
、ステップと、を含む。本出願の第1の態様では、マスタ基地局とセカンダリ基地局とが
異なるRATの基地局である場合に、既存のLTE DCメカニズムが使用されると、マスタ基地
局が内容を解析できないため、マスタ基地局は、セカンダリ基地局によって送信された内
容を直接破棄し得ることがわかる。LTE－NR DCシナリオにおいてこのような問題を回避す
るために、セカンダリ基地局は、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報と
をマスタ基地局にマスタ基地局とセカンダリ基地局との間のインターフェースを介して直
接送信し、マスタ基地局は、セカンダリ基地局によって生成されたNR PDCP構成を解析す
ることなく、受信したNR PDCP構成および対応するDRBの受信した識別情報を端末に直接転
送する。
【０００８】
　可能な実装形態では、マスタ基地局によって、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDR
Bの識別情報とをセカンダリ基地局から受信するステップは、具体的には、マスタ基地局
によって、NR PDCP構成を含む第1のcontainer（コンテナ）をセカンダリ基地局から受信
し、NR PDCP構成に対応するDRBの識別情報をセカンダリ基地局から受信する、ステップで
あって、第1のcontainerがDRBの識別情報と1対1対応を有する、ステップと、マスタ基地
局によって、NR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とNR PDCP構成のみを含む第1のcontai
nerとを端末に送信するステップと、である。本実装形態では、セカンダリ基地局は、生
成されたNR PDCP構成のみをcontainerにカプセル化し、そのcontainerをマスタ基地局に
送信することがわかる。マスタ基地局は第1のcontainerの内容を解析する必要がないため
、マスタ基地局は、受信した第1のcontainerをエラーパケットと見なさず、第1のcontain
erを使用してNR PDCP構成を端末に最終的に正常に送達する。このことは、セカンダリ基
地局がどのように端末に構成を送達するかに関する問題を効果的に解決する。
【０００９】
　可能な実装形態では、マスタ基地局によって、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDR
Bの識別情報とをセカンダリ基地局から受信するステップは、具体的には、マスタ基地局
によって、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報との両方を含む第1のcont
ainerをセカンダリ基地局から受信するステップであって、NR PDCP構成がDRBの識別情報
と1対1対応を有する、ステップと、マスタ基地局によって、第1のcontainerを端末に送信
するステップと、である。上述の実装形態との違いは、第1のcontainerが、セカンダリ基
地局のNR PDCP構成を含むだけでなく、NR PDCP構成に対応するDRBの識別情報も含むこと
、つまり、第1のcontainerが、セカンダリ基地局のNR PDCP構成と、NR PDCP構成に対応す
るDRBの識別情報と、を含むことにあることがわかる。このことは、解決策の多様性を増
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やす。
【００１０】
　可能な実装形態では、マスタ基地局は、マスタ基地局とセカンダリ基地局との間で送信
されたインターフェースメッセージ、例えばSgNB追加要求確認応答（SgNB addition requ
est acknowledge）メッセージ、SgNB修正要求確認応答（SgNB modification request ack
nowledge）メッセージ、SgNB修正要求（SgNB modification required）メッセージ、また
はSgNB変更要求（SgNB change required）メッセージから、セカンダリ基地局によって送
信されたNR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とを受信することができる
。
【００１１】
　可能な実装形態では、マスタ基地局は、第2のcontainerをセカンダリ基地局からさらに
受信し、第2のcontainerがセカンダリ基地局の無線インターフェース構成を含み、本明細
書で説明されるセカンダリ基地局の無線インターフェース構成がNR PDCP構成を含まず、
マスタ基地局は、セカンダリ基地局から受信した第2のcontainerを端末に送信する。加え
て、第2のcontainerはまた、DRBの識別情報と1対1対応を有する。本実装形態では、マス
タ基地局は、NR PDCP構成を端末に送信するだけではなく、セカンダリ基地局の無線イン
ターフェース構成も端末に送信する。このことは、解決策のインテグリティを確保する。
【００１２】
　可能な実装形態では、マスタ基地局とセカンダリ基地局との両方がNR PDCPを使用する
、つまり、マスタ基地局とセカンダリ基地局との両方がNR PDCPプロトコルを使用する。
【００１３】
　第2の態様によれば、本出願は情報処理方法を提供する。本方法は、セカンダリ基地局
によって、NR PDCP構成を生成するステップと、セカンダリ基地局によって、NR PDCP構成
とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とをマスタ基地局に送信し、その結果、マスタ基
地局がNR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とを端末に転送する、ステッ
プであって、マスタ基地局とセカンダリ基地局とが異なるRATの基地局である、ステップ
と、を含む。
【００１４】
　可能な実装形態では、セカンダリ基地局によって、NR PDCP構成を生成するステップは
、セカンダリ基地局によって、NR PDCP構成のみを含む第1のcontainerを生成するステッ
プを含む。セカンダリ基地局によって、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別
情報とをマスタ基地局に送信するステップは、セカンダリ基地局によって、セカンダリ基
地局によって生成された第1のcontainerをマスタ基地局に送信するステップであって、第
1のcontainerがDRBの識別情報と1対1対応を有する、ステップを含む。
【００１５】
　可能な実装形態では、セカンダリ基地局によって、NR PDCP構成を生成するステップは
、セカンダリ基地局によって、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とを
含む第1のcontainerを生成するステップであって、NR PDCP構成がDRBの識別情報と1対1対
応を有する、ステップを含み、セカンダリ基地局によって、NR PDCP構成とNR PDCP構成に
対応するDRBの識別情報とをマスタ基地局に送信するステップは、セカンダリ基地局によ
って、第1のcontainerをマスタ基地局に送信するステップを含む。このようにして、本実
装形態は、セカンダリ基地局によって、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別
情報とをマスタ基地局に送信するための別の方式を提案する。このことは、解決策の多様
性を増やす。
【００１６】
　第3の態様によれば、本出願の一実施形態は、情報処理方法を提供する。本方法は、
　端末によって、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とをマスタ基地局
から受信するステップと、端末によって、受信したNR PDCP構成とDRBの受信した識別情報
とに基づいて、DRB上でPDCPレイヤ構成を実行するステップと、を含む。本実装形態では
、NR PDCP構成とDRBの識別情報とをマスタ基地局から受信した後、端末がNR PDCP構成とD
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RBの識別情報とを使用することによりPDCPレイヤ構成をDRB上で実行できることがわかる
。
【００１７】
　可能な実装形態では、端末によって、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別
情報とをマスタ基地局から受信するステップは、端末によって、セカンダリ基地局によっ
て生成されたNR PDCP構成のみを含む第1のcontainerをマスタ基地局から受信するステッ
プと、NR PDCP構成に対応するDRBの識別情報をマスタ基地局から受信するステップであっ
て、第1のcontainerがDRBの識別情報と1対1対応を有する、ステップと、を含む。
【００１８】
　可能な実装形態では、端末によって、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別
情報とをマスタ基地局から受信するステップは、端末によって、NR PDCP構成とDRBの識別
情報とを含む第1のcontainerをマスタ基地局から受信するステップであって、NR PDCP構
成がDRBの識別情報と1対1対応を有し、第1のcontainerがセカンダリ基地局によって生成
される、ステップを含む。
【００１９】
　可能な実装形態では、端末は、セカンダリ基地局の無線インターフェース構成を含む第
2のcontainerをマスタ基地局からさらに受信し、セカンダリ基地局の無線インターフェー
ス構成がNR PDCP構成を含まない。
【００２０】
　第4の態様によれば、本出願の一実施形態は、情報処理方法を提供する。本方法は、第1
の基地局によって、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデュ
アルコネクティビティ機能をサポートすると判定するステップと、第1の基地局によって
、NR PDCP構成を端末に送信するステップと、を含む。換言すれば、本出願では、端末がN
R PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能
をサポートすると第1の基地局が判定すると、第1の基地局は、NR PDCP構成を端末に送信
することができる。このようにして、LTE PDCPプロトコルとNR PDCPプロトコルとの間の
切り替えを回避するために、適切なシナリオで、基地局によってNR PDCP構成をUEに送信
する方式が提案される。
【００２１】
　可能な実装形態では、端末が最初に第1の基地局にアクセスするとき、第1の基地局によ
って、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクテ
ィビティ機能をサポートすると判定するステップは、第1の基地局によって、端末によっ
て報告された能力情報を端末から受信するステップと、第1の基地局によって、端末によ
って報告された能力情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または
端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定するステップと、を
含む。あるいは、端末が最初に第1の基地局にアクセスするとき、第1の基地局によって、
端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビテ
ィ機能をサポートすると判定するステップは、第1の基地局によって、指示情報を端末か
ら受信するステップであって、指示情報が、ランダムアクセス手順で端末によって送信さ
れたメッセージで運ばれ得る、例えば、端末によって送信されたプリアンブル（preamble
）で運ばれ得る、または例えばRRC接続確立要求メッセージ、RRC接続再確立要求メッセー
ジ、もしくはRRC接続確立完了メッセージで運ばれ得る、ステップと、第1の基地局によっ
て、指示情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－
NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定するステップと、を含む。換言す
れば、本実装形態では、端末が最初に第1の基地局にアクセスするとき、第1の基地局が、
端末によって報告された能力情報または端末によって送信された指示情報に基づいて、端
末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ
機能をサポートすると判定すると、第1の基地局は、NR PDCP構成（NRプロトコルに対応す
るPDCPレイヤ構成情報）を端末に送信することができる。このようにして、基地局がNR P
DCP構成を端末に送信できる特定の送信シナリオが提案され、解決策の実現可能性を改善
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する。
【００２２】
　可能な実装形態では、第1の基地局にアクセスした端末がアイドル（idle）モードから
アクティブ（active）モードに入ると、第1の基地局によって、端末がNR PDCPプロトコル
をサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると
判定するステップは、第1の基地局によって、端末の能力情報をコアネットワークデバイ
スから受信するステップと、第1の基地局によって、端末の能力情報に基づいて、端末がN
R PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能
をサポートすると判定するステップと、を含む。換言すれば、コアネットワークデバイス
は端末の能力情報を格納するため、端末のモードが変化すると、第1の基地局は能力情報
を端末からプロアクティブに取得する代わりに、コアネットワークから端末の能力情報を
直接取得することができる。本実装形態では、端末のモード切り替え中に、端末がNR PDC
Pプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポ
ートすると第1の基地局が判定すると、第1の基地局は、NR PDCP構成を端末に送信するこ
とができる。このようにして、NR PDCP構成が送信され得る別の送信シナリオが提案され
、解決策の実現可能性および多様性を改善する。
【００２３】
　可能な実装形態では、端末が第2の基地局から第1の基地局にハンドオーバされると、第
1の基地局によって、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデ
ュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定するステップは、第1の基地局によっ
て、端末の能力情報を第2の基地局から取得するステップと、第1の基地局によって、端末
の能力情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NR
デュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定するステップであって、第1の基地
局と第2の基地局とが異なるRATの基地局である、ステップと、を含む。端末はハンドオー
バの前に第2の基地局への接続を確立し、第2の基地局は端末の能力情報を取得しているた
め、端末が第2の基地局から第1の基地局にハンドオーバされると、第1の基地局は、端末
の能力情報を第2の基地局から直接取得することができる。つまり、本実装形態では、端
末が第2の基地局から第1の基地局にハンドオーバされるとき、端末がNR PDCPプロトコル
をサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると
第1の基地局が判定すると、第1の基地局は、NR PDCP構成を端末に送信することができる
。このようにして、基地局がNR PDCP構成を送信できる別の送信シナリオが提案される。
【００２４】
　可能な実装形態では、端末が第1の基地局と第2の基地局との両方にアクセスする場合で
あって、第1の基地局が、NR基地局であり、かつマスタ基地局として機能し、第2の基地局
が、LTE基地局であり、かつセカンダリ基地局として機能し、マスタ基地局とセカンダリ
基地局とがデュアルコネクティビティシナリオを形成する、場合、本方法は、端末のため
にデュアルコネクティビティ機能を有効にすることを判定した後、第1の基地局によって
、セカンダリ基地局追加要求メッセージを第2の基地局に送信するステップであって、上
記メッセージは、端末がNR PDCPプロトコルをサポートすること、またはLTE－NRデュアル
コネクティビティ機能をサポートすることを示す能力情報を運ぶ、ステップと、第2の基
地局が端末の能力情報を取得し、端末がNR PDCPプロトコルをサポートすること、またはL
TE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすることを把握した後、第2の基地局に
よって、NR PDCP構成を生成し、第1の基地局を介してNR PDCP構成を端末に送信する、ス
テップと、をさらに含む。第4の態様において提案された方法は、eLTE－NRデュアルコネ
クティビティシナリオにも適用可能であることがわかる。
【００２５】
　第5の態様によれば、本出願の一実施形態は、LTE－NR DCシナリオにおいてマスタ基地
局として機能する基地局を提供し、基地局は、第1の態様のステップを実行するように構
成されたユニット／手段（means）を備える。可能な実装形態では、基地局は、new radio
パケットデータコンバージェンスプロトコルNR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するデータ
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無線ベアラDRBの識別情報とをセカンダリ基地局から受信するように構成された受信ユニ
ットと、受信ユニットによって受信されたNR PDCP構成とDRBの識別情報とを端末に送信し
、基地局とセカンダリ基地局とが異なるRATの基地局である、ように構成された送信ユニ
ットと、を備える。
【００２６】
　本出願の第5の態様では、基地局のユニット／手段（means）は、第1の態様の可能な実
装形態で説明されたステップをさらに実行することができる。詳細については、第1の態
様の可能な実装形態の説明を参照されたい。詳細はここでは説明されない。
【００２７】
　第6の態様によれば、本出願の一実施形態は、基地局をさらに提供し、基地局は、第1の
態様の方法におけるマスタ基地局の動作を実施する機能を有し、上述の機能は、ハードウ
ェアを使用することにより実施されてもよいし、対応するソフトウェアをハードウェアに
より実行することにより実施されてもよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、上述の
機能に対応する1つ以上のユニットを含む。可能な実装形態では、基地局の構造は通信イ
ンターフェースを備え、通信インターフェースが、セカンダリ基地局への／セカンダリ基
地局からのデータ／情報の送信／受信をサポートするように構成される。基地局は、少な
くとも1つのストレージ要素をさらに備えることができ、少なくとも1つのストレージ要素
がプログラムおよびデータを格納するように構成され、第1の態様で提供される方法を実
施するために少なくとも1つのストレージ要素内のプログラムを実行するように構成され
た少なくとも1つの処理要素（またはチップ）をさらに備える。
【００２８】
　第7の態様によれば、本出願の一実施形態は、LTE－NR DCシナリオにおいてセカンダリ
基地局として機能する基地局を提供し、基地局は、第2の態様のステップを実行するよう
に構成されたユニット／手段（means）を備える。可能な実装形態では、基地局は、new r
adioパケットデータコンバージェンスプロトコルNR PDCP構成を生成するように構成され
た処理ユニットと、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するデータ無線ベアラDRBの識別情
報とをマスタ基地局に送信し、基地局とマスタ基地局とが異なるRATの基地局である、よ
うに構成された送信ユニットと、を備える。
【００２９】
　本出願の第7の態様では、基地局のユニット／手段（means）は、第2の態様の可能な実
装形態で説明されたステップをさらに実行することができる。詳細については、第2の態
様の可能な実装形態の説明を参照されたい。詳細はここでは説明されない。
【００３０】
　第8の態様によれば、本出願の一実施形態は、基地局をさらに提供し、基地局は、第2の
態様の方法におけるセカンダリ基地局の動作を実施する機能を有し、上述の機能は、ハー
ドウェアを使用することにより実施されてもよいし、対応するソフトウェアをハードウェ
アにより実行することにより実施されてもよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、上
述の機能に対応する1つ以上のユニットを含む。可能な実装形態では、基地局の構造は通
信インターフェースを備え、通信インターフェースが、マスタ基地局への／マスタ基地局
からのデータ／情報の送信／受信をサポートするように構成される。基地局は、少なくと
も1つのストレージ要素をさらに備えることができ、少なくとも1つのストレージ要素がプ
ログラムおよびデータを格納するように構成され、第2の態様で提供される方法を実施す
るために少なくとも1つのストレージ要素内のプログラムを実行するように構成された少
なくとも1つの処理要素（またはチップ）をさらに備える。
【００３１】
　第9の態様によれば、本出願の一実施形態は、端末を提供し、端末は、第3の態様のステ
ップを実行するように構成されたユニット／手段（means）を備える。可能な実装形態で
は、端末は、new radioパケットデータコンバージェンスプロトコルNR PDCP構成とNR PDC
P構成に対応するデータ無線ベアラDRBの識別情報とをマスタ基地局から受信し、NR PDCP
構成がセカンダリ基地局によって生成された構成である、ように構成された受信ユニット
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と、NR PDCP構成とDRBの識別情報とに基づいてDRB上でPDCPレイヤ構成を実行するように
構成された処理ユニットと、を備える。
【００３２】
　本出願の第9の態様では、端末のユニット／手段（means）は、第3の態様の可能な実装
形態で説明されたステップをさらに実行することができる。詳細については、第3の態様
の可能な実装形態の説明を参照されたい。詳細はここでは説明されない。
【００３３】
　第10の態様によれば、本出願の一実施形態は、端末を提供し、端末は、第3の態様の方
法における端末の動作を実施する機能を有し、上述の機能は、ハードウェアを使用するこ
とにより実施されてもよいし、対応するソフトウェアをハードウェアにより実行すること
により実施されてもよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、上述の機能に対応する1
つ以上のユニットを含む。可能な実装形態では、端末の構造は送受信機要素を備え、送受
信機要素が、マスタ基地局およびセカンダリ基地局への／マスタ基地局およびセカンダリ
基地局からのデータ／情報の送信／受信をサポートするように構成される。端末は、少な
くとも1つのストレージ要素をさらに備えることができ、少なくとも1つのストレージ要素
がプログラムおよびデータを格納するように構成され、第3の態様で提供される方法を実
施するために少なくとも1つのストレージ要素内のプログラムを実行するように構成され
た少なくとも1つの処理要素（またはチップ）をさらに備える。
【００３４】
　第11の態様によれば、本出願の一実施形態は、第4の態様において第1の基地局として機
能する基地局をさらに提供し、基地局は、第4の態様のステップを実行するように構成さ
れたユニット／手段（means）を備える。
【００３５】
　第12の態様によれば、本出願の一実施形態は、基地局をさらに提供し、基地局は、第4
の態様の方法における第1の基地局の動作を実施する機能を有し、上述の機能は、ハード
ウェアを使用することにより実施されてもよいし、対応するソフトウェアをハードウェア
により実行することにより実施されてもよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、上述
の機能に対応する1つ以上のユニットを含む。可能な実装形態では、基地局の構造は通信
インターフェースを備え、通信インターフェースが、端末および第2の基地局への／端末
および第2の基地局からのデータ／情報の送信／受信をサポートするように構成される。
基地局は、少なくとも1つのストレージ要素をさらに備えることができ、少なくとも1つの
ストレージ要素がプログラムおよびデータを格納するように構成され、第4の態様で提供
される方法を実施するために少なくとも1つのストレージ要素内のプログラムを実行する
ように構成された少なくとも1つの処理要素（またはチップ）をさらに備える。
【００３６】
　第13の態様によれば、本出願の一実施形態は、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、コ
ンピュータ可読記憶媒体は命令を格納し、命令がコンピュータ上で実行されると、コンピ
ュータは上述の態様のいずれかにおいて説明された情報処理方法を実行する。
【００３７】
　第14の態様によれば、本出願の一実施形態は、命令を含むコンピュータプログラム製品
を提供し、命令がコンピュータ上で実行されると、コンピュータは上述の態様のいずれか
における情報処理方法を実行する。
【００３８】
　第15の態様によれば、本出願は、少なくとも1つのストレージ要素と少なくとも1つの処
理要素とを備える通信装置を提供し、少なくとも1つのストレージ要素はプログラムを格
納するように構成され、プログラムが実行されると、通信装置が、上述の態様のいずれか
1つにおける情報処理方法における端末の動作を実行する。装置は端末チップであっても
よい。
【００３９】
　第16の態様によれば、本出願は、少なくとも1つのストレージ要素と少なくとも1つの処
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理要素とを備える通信装置を提供する。少なくとも1つのストレージ要素はプログラムを
格納するように構成され、プログラムが実行されると、通信装置は、上述の態様のいずれ
か1つにおける情報処理方法における基地局（マスタ基地局またはセカンダリ基地局）の
動作を実行する。本装置は基地局チップであってもよい。
【００４０】
　第17の態様によれば、本出願の一実施形態は、上述の態様で説明したマスタ基地局およ
びセカンダリ基地局を含む通信システムを提供し、通信システムは、上述の態様のいずれ
か1つにおける端末をさらに含むことができる。
【００４１】
　上述の技術的解決策から、本出願の実施形態が、端末がLTE－NR DCシナリオでどのよう
にNR PDCP構成を取得するかに関する解決策を提案することがわかる。
【００４２】
　本出願の実施形態における技術的な解決策をより明確に説明するために、以下、実施形
態の説明に使用される添付の図面を簡単に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本出願の一実施形態が適用可能なデュアルコネクティビティネットワークシステ
ムの概略構成図である。
【図２】本出願の一実施形態によるDRBの概略図である。
【図３】本出願の一実施形態による情報処理方法の一実施形態の概略的なシグナリング交
換図である。
【図４】本出願の一実施形態による、DRBの識別情報およびNR PDCP構成の概略送信図であ
る。
【図５】本出願の一実施形態による、DRBの識別情報およびNR PDCP構成の別の概略送信図
である。
【図６】本出願の一実施形態によるRRC再構成メッセージにおけるNR PDCP構成の概略構成
図である。
【図７】本出願の一実施形態によるRRC再構成メッセージにおけるNR PDCP構成の別の概略
構成図である。
【図８】本出願の一実施形態による情報処理方法の一実施形態の概略送信図である。
【図９】本出願の一実施形態による情報処理方法の別の実施形態の概略的なシグナリング
交換図である。
【図１０】本出願の一実施形態による、DRBの識別情報およびNR PDCP構成の別の概略送信
図である。
【図１１】本出願の一実施形態による、DRBの識別情報およびNR PDCP構成の別の概略送信
図である。
【図１２】本出願の一実施形態による情報処理方法の一実施形態の概略フローチャートで
ある。
【図１３】本出願の一実施形態による基地局の一実施形態の概略構成図である。
【図１４】本出願の一実施形態による基地局の別の実施形態の概略構成図である。
【図１５】本出願の一実施形態による端末の一実施形態の概略構成図である。
【図１６】本出願の一実施形態による基地局の別の実施形態の概略構成図である。
【図１７】本出願の一実施形態による基地局の別の実施形態の概略構成図である。
【図１８】本出願の一実施形態による基地局の別の実施形態の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　本出願の実施形態は、情報処理方法、基地局、および端末を提供する。
【００４５】
　本出願の明細書、特許請求の範囲、および添付の図面において、「第1」、「第2」、「
第3」、「第4」など（もしあれば）の用語は、類似のオブジェクトどうしを区別すること
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を意図されているが、必ずしも特定の順序または順番を示すものではない。そのように使
用される用語は、本明細書に記載された実施形態が、本明細書に図示または記載された順
序とは異なる順序で実施され得るように、適切な状況において交換可能であることを理解
されたい。さらに、用語「含む（include）」および任意の他の変形は、非排他的な包含
を含むことを意味し、例えば、ステップまたはユニットのリストを含むプロセス、方法、
システム、製品またはデバイスは、これらの明示的に列挙されたステップまたはユニット
に必ずしも限定されず、明示的に列挙されていない他のステップまたはユニット、または
そのようなプロセス、方法、システム、製品もしくは装置に固有のものではない他のステ
ップまたはモジュールを含み得る。
【００４６】
　本出願の実施形態は、LTEシステムとNRシステムとのデュアルコネクティビティシナリ
オに適用可能であり、例えば限定されないがLTE－A（LTE－Advanced）システム、またはL
TE－Uシステム、またはLTEライセンス補助アクセス（licensed assisted access、LAA）
システムとNRシステムとのデュアルコネクティビティシナリオを含む、別のLTEシステム
とNRシステムとのデュアルコネクティビティシナリオにも適用可能である。例えば、本出
願の実施形態は、LTE基地局がマスタ基地局として機能し、NR基地局がセカンダリ基地局
として機能するLTE－NRデュアルコネクティビティ（e－utran nr dual connectivity、EN
－DC）に適用可能である。このことは、本明細書において具体的に限定されない。図1は
、本出願の一実施形態が適用可能なデュアルコネクティビティネットワークシステムの概
略構成図である。デュアルコネクティビティネットワークシステムは、マスタ基地局、セ
カンダリ基地局、および端末が含まれる。端末は、マスタ基地局とセカンダリ基地局との
両方にアクセスする。マスタ基地局とセカンダリ基地局とは、XnまたはX2インターフェー
スなどの通信インターフェースを介して接続される。理解を容易にするために、以下の説
明は、マスタ基地局とセカンダリ基地局との間の通信インターフェースがX2インターフェ
ースである例に基づいていることに留意されたい。マスタ基地局は制御機能およびデータ
送信を主に担当し、セカンダリ基地局はデータ分割に主に使用される。本出願の本実施形
態では、LTEシステムの発展型NodeB（evolved NodeB、eNBまたはeNodeB）がマスタ基地局
（MeNBと呼ばれる）として使用され、NRシステムのgNodeB（gNB）がセカンダリ基地局（S
gNBと呼ばれる）として使用され得る。あるいは、NRシステムのgNodeB（gNB）がマスタ基
地局として使用され、LTEシステムのeNBがセカンダリ基地局として使用される。このこと
は、本明細書において限定されない。加えて、マスタ基地局がeNBである場合、マスタ基
地局は、発展型パケットコア（evolved packet core、EPC）またはNRコアネットワークに
接続され得る。マスタ基地局として機能するeNBがNRコアネットワークに接続される場合
、eNBはeLTE eNBである。マスタ基地局はマスタノード（master node、MN）とも呼ばれ、
セカンダリ基地局はセカンダリノード（secondary node、SN）とも呼ばれ得る。
【００４７】
　本出願の本実施形態で説明される端末は、端末装置は、ユーザに音声および／またはデ
ータ接続性を提供する無線端末、無線接続機能を有する携帯機器、あるいは無線モデムに
接続された他の処理装置とすることができる。無線端末は、無線アクセスネットワーク（
radio access network、RAN）を通じて1つ以上のコアネットワークと通信できる。無線端
末は、携帯電話（「セルラー」電話とも呼ぶ）などのモバイル端末およびモバイル端末を
内蔵したコンピュータであってよく、例えば、無線アクセスネットワークで音声および／
またはデータを交換する、ポータブル、ポケット型、携帯用、コンピュータ内蔵、もしく
は車両搭載モバイル機器であってよい。例えば、無線端末は、パーソナル通信サービス（
personal communication service、PCS）電話、コードレス電話、セッション開始プロト
コル（session initiation protocol、SIP）電話セット、無線ローカルループ（wireless
 local loop、WLL）局、または携帯情報端末（personal digital assistant、PDA）であ
ってよい。無線端末はまた、システム、加入者ユニット（subscriber unit）、加入者局
（subscriber station）、移動局（mobile station）、モバイルコンソール（mobile con
sole）、リモートステーション（remote station）、アクセスポイント（access point）
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、リモート端末（remote terminal）、アクセス端末（access terminal）、ユーザ端末（
user terminal）、ユーザエージェント（user agent）、ユーザ装置（user device）、ま
たはユーザ機器（user equipment、UE）と呼ばれることもある。このことは、本明細書に
おいて具体的に限定されない。
【００４８】
　本出願の本実施形態では、DRBは、端末と基地局との間のデータ無線ベアラであり、基
地局と端末との間で送信されるデータを運ぶために使用される。図2は、本出願の一実施
形態によるDRBの概略図である。図2から、本出願の本実施形態で提供されるDRBタイプは
、マスタセルグループベアラ（MCG bearer）、セカンダリセルグループベアラ（SCG bear
er）、およびスプリットベアラ（split bearer）を含むことがわかる。スプリットベアラ
は、データアンカーがマスタ基地局にあるスプリットベアラとデータアンカーがセカンダ
リ基地局にあるスプリットベアラとをさらに含む。データアンカーがマスタ基地局にある
スプリットベアラはマスタセルグループスプリットベアラ（MCG split bearer）と呼ばれ
、データアンカーがセカンダリ基地局にあるスプリットベアラはセカンダリセルグループ
スプリットベアラ（SCG split bearer）と呼ばれ得る。
【００４９】
　具体的には、MCG bearerは、無線インターフェースプロトコルがマスタ基地局の送信リ
ソースを使用するためにマスタ基地局のみにあるベアラであり、したがって、MCG bearer
上のアップリンクまたはダウンリンクデータはマスタ基地局のみを介して送信される。SC
G bearerは、無線インターフェースプロトコルがセカンダリ基地局の送信リソースを使用
するためにセカンダリ基地局のみにあるベアラであり、したがって、SCG bearer上のアッ
プリンクまたはダウンリンクデータはセカンダリ基地局のみを介して送信される。split 
bearerは、無線インターフェースプロトコルがマスタ基地局とセカンダリ基地局との両方
の送信リソースを使用するためにマスタ基地局とセカンダリ基地局との両方にあるベアラ
であり、その結果、マスタ基地局とセカンダリ基地局とは端末とのデータ送信を同時に実
行する。さらに、split bearerに関して、MCG split bearerが使用される場合、ダウンリ
ンク方向では、マスタ基地局のパケットデータコンバージェンスプロトコル（Packet Dat
a Convergence Protocol、PDCP）レイヤが、コアネットワークによって送達されるダウン
リンクデータを分割し、分割されたダウンリンクデータをセカンダリ基地局に送信し、セ
カンダリ基地局が分割されたダウンリンクデータを端末に送信し、アップリンク方向では
、アップリンク分割がサポートされている場合、マスタ基地局とセカンダリ基地局との両
方がアップリンクデータを端末から受信し、次いで、セカンダリ基地局が受信したアップ
リンクデータをマスタ基地局に送信し、マスタ基地局が、マスタ基地局によって受信され
たアップリンクデータとセカンダリ基地局から受信したアップリンクデータとを並べ替え
、次いで受信データをコアネットワークに順番に送信する。SCG split bearerが使用され
る場合、ダウンリンク方向では、セカンダリ基地局のPDCPレイヤが、コアネットワークに
よって送達されるダウンリンクデータを分割し、分割されたダウンリンクデータをマスタ
基地局に送信し、マスタ基地局が分割されたダウンリンクデータを端末に送信し、アップ
リンク方向では、アップリンク分割がサポートされている場合、マスタ基地局とセカンダ
リ基地局との両方がアップリンクデータを端末から受信し、次いで、マスタ基地局が受信
したアップリンクデータをセカンダリ基地局に送信し、セカンダリ基地局が、マスタ基地
局から受信したアップリンクデータとセカンダリ基地局によって受信されたアップリンク
データとを並べ替え、次いで受信データをコアネットワークに順番に送信する。MCG bear
erおよびSCG bearerの場合、マスタ基地局を介して転送されるデータとセカンダリ基地局
を介して転送されるデータとは異なるサービスに属し、例えば、音声サービスデータはマ
スタ基地局を介して転送され、ビデオサービスデータはセカンダリ基地局を介して転送さ
れ、split bearerの場合、マスタ基地局を介して転送されるデータとセカンダリ基地局を
介して転送されるデータとは同じタイプのサービスの異なるデータであることが理解され
よう。このことは、本出願の本実施形態において限定されるものではない。
【００５０】
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　例えば、本出願の本実施形態では、MCG bearerのPDCPレイヤ、SCG bearerのPDCPレイヤ
、およびsplit bearerのPDCPレイヤはすべて、NRプロトコルで指定されたPDCPレイヤのフ
ォーマットを使用してもよい。本出願の本実施形態では、NRプロトコルで指定されたPDCP
レイヤは、NR PDCPレイヤと呼ばれ得る。無線リンク制御（radio link control、RLC）レ
イヤ、媒体アクセス制御（media access control、MAC）レイヤ、物理レイヤ（physical 
layer、PHY）などの他のプロトコルレイヤの場合、上述の4種類のベアラは異なるRATで互
いに独立している。
【００５１】
　上述のシナリオでは、各DRBに対応する構成はNR PDCPレイヤの構成情報を含み、本出願
の本実施形態ではNR PDCP構成と呼ばれる。NR PDCP構成はDRBと1対1対応を有し、異なるD
RBは異なるNR PDCP構成に対応する。例えば、DRBがMCG bearerであり、MCG bearerが1つ
のNR PDCP構成に対応する場合、MCG bearerに対応するNR PDCP構成は、以下の情報、すな
わち、
　1．NR PDCPレイヤにおけるバッファ（buffer）にバッファされたPDCPサービスデータユ
ニット（service data unit、SDU）とPDCP SDUに対応するPDCPプロトコルデータユニット
（protocol data unit、PDU）とをいつ削除するかを判定するために、端末のNR PDCPレイ
ヤを構成するために使用される、破棄タイマ（discardTimer）の持続時間設定と、
　2．マスタ基地局と端末との間でデータパケットが送信されるときに使用されるヘッダ
圧縮プロファイル（profile）情報を示すために使用される、ヘッダ圧縮パラメータと、
　3．端末のNR PDCPレイヤにおける並べ替え動作を実行するために使用されるタイマを示
すために使用される並べ替えタイマ（t－reordering）の持続時間設定と、
　4．端末がRLC確認応答モード（AM）でNR PDCPステータスレポート機能を有効にするか
否かを示すために使用されるステータスレポート情報と、
　5．PDCPシリアル番号（serial number、SN）の長さインジケータと、
　を含み得るが、これらに限定されない。
【００５２】
　上述のNR PDCP構成は単なる例であり、本出願で説明されるNR PDCP構成を限定すること
を意図したものではないことに留意されたい。NR PDCP構成は、実際のアプリケーション
シナリオに応じて、他の構成情報／パラメータを含み得る。
【００５３】
　図3は、本出願の一実施形態による情報処理方法の一実施形態の概略的なシグナリング
交換図である。本方法は、以下のステップを含む。
【００５４】
　101：セカンダリ基地局がNR PDCP構成を生成する。
【００５５】
　さらに、セカンダリ基地局は、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報と
をマスタ基地局に送信する。
【００５６】
　NR PDCP構成とDRBとの間には1対1のマッピング関係がある。NR PDCP構成は、SCG beare
rおよびSCG split bearerのいずれかまたは両方に対応するNR PDCP構成であり得る。
【００５７】
　本実装形態では、セカンダリ基地局がNR PDCP構成を個別に生成し、NR PDCP構成とDRB
との間には1対1のマッピング関係がある。
【００５８】
　102：マスタ基地局は、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とをセカン
ダリ基地局から受信する。
【００５９】
　DRBの識別情報は、DRBアイデンティティ（DRB identity、DRB ID）、またはDRBを識別
するために使用され得る他の情報であり得る。具体的には、識別情報は、文字列および／
または数字の形式であってもよい。このことは、本出願の本実施形態において特に限定さ
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れるものではない。異なるDRBが、異なる識別情報によって区別され得ることが理解され
よう。
【００６０】
　本出願のいくつかの実装形態では、セカンダリ基地局は、セカンダリ基地局とマスタ基
地局との間の論理インターフェース、例えばX2インターフェースを介して複数の方式でNR
 PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とをマスタ基地局に送信し得る。理解
を容易にするために、本明細書における説明のために、eNBがマスタ基地局（MeNB）とし
て機能し、gNBがセカンダリ基地局（SgNB）として機能する例が使用される。
【００６１】
　例示的な方式1：図4に示されるように、例えば、EN－DCシナリオでは、MeNBがベアラ（
例えば、SCG bearerおよび／またはSCG split bearer）がSgNBで確立される必要があると
判定した場合、MeNBは、MeNBとSgNBとの間のX2インターフェースを介してSgNBにSgNB追加
要求（SgNB addition request）メッセージを送信する。SgNB addition requestメッセー
ジを受信した後、SgNBは対応するSgNB追加要求確認応答（SgNB addition request acknow
ledge）メッセージをMeNBにフィードバックし、SgNB addition request acknowledgeメッ
セージは、SgNB上で確立されたDRBに関連するパラメータを含む。本出願の本実施形態で
は、SgNBは、NR PDCP構成とDRBとの間のマッピング関係をSgNB addition request acknow
ledgeメッセージに追加する。すなわち、本出願の本実施形態では、SgNBは、NR PDCP構成
とDRBとの間の生成されたマッピング関係をSgNB addition request acknowledgeメッセー
ジを使用することによりマスタ基地局に送信する。
【００６２】
　例示的な方式2：図5に示されるように、SgNBは、SgNB修正要求確認応答（SgNB modific
ation request acknowledge）メッセージを使用することにより、NR PDCP構成とNR PDCP
構成に対応するDRBの識別情報とをMeNBに代替的に送信してもよい。具体的には、SgNBは
、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とをSgNB modification request a
cknowledgeメッセージに追加し、MeNBに送信する。SgNB modification request acknowle
dgeメッセージは、セカンダリ基地局がSgNB修正要求（SgNB modification request）メッ
セージを受信した後にセカンダリ基地局によってフィードバックされたメッセージである
。
【００６３】
　NR PDCP構成とDRBとの間のマッピング関係は、SgNB addition request acknowledgeメ
ッセージまたはSgNB modification request acknowledgeメッセージを使用することによ
ってマスタ基地局に送信されてもよいことに留意されたい。加えて、NR PDCP構成とDRBの
識別情報とは、SgNB修正要求済み（SgNB modification required）メッセージ、SgNB変更
要求済み（SgNB change required）メッセージ、またはセカンダリ基地局によってマスタ
基地局に送信される別のメッセージを使用することにより、マスタ基地局に送信されても
よい。このことは、本出願の本実施形態において限定されるものではない。
【００６４】
　端末が基地局とDRBを確立するとき、端末は最初に端末とコアネットワークデバイスと
の間にベアラを確立することを理解されたい。例えば、EN－DCシナリオでは、ベアラは発
展型パケットシステム（evolved packet system、EPS）ベアラであり得る。端末はパケッ
トデータネットワークゲートウェイ（packet data network gateway、PDN－GW）でEPSベ
アラを確立し、EPSベアラはDRBを含み、端末の1つのEPSベアラは1つのDRBに対応し、EPS
ベアラID（EPS ID）は、端末のEPSベアラを識別するために使用される。すなわち、各DRB
に対応するNR PDCP構成は、1つのEPS bearerにも対応している。しかしながら、セカンダ
リ基地局がNR SgNBの場合、セカンダリ基地局はEPS bearerを識別できない。したがって
、セカンダリ基地局は、NR PDCP構成とEPSベアラとの間のマッピング関係をマスタ基地局
に送信しない。マスタ基地局が、受信したNR PDCP構成が対応するベアラを把握できるよ
うにするために、本出願の本実施形態は、セカンダリ基地局によってEPS IDをマスタ基地
局に送信するための方式を提供する。
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【００６５】
　103：マスタ基地局は、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とを端末に
送信する。本出願の本実施形態では、セカンダリ基地局によって送信されたNR PDCP構成
とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とを把握した後、マスタ基地局は、NR PDCP構成
とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とを端末に通知する。マスタ基地局とセカンダリ
基地局とが異なるRATの基地局である場合、マスタ基地局は、セカンダリ基地局によって
生成されたNR PDCP構成を解析せずに、セカンダリ基地局によって送信されたNR PDCP構成
とDRBとの間の関係を端末に直接転送する。このことは、セカンダリ基地局が端末にNR PD
CP構成を送信するという問題を効果的に解決する。
【００６６】
　104：端末は、NR PDCP構成とDRBの識別情報とに基づいて、DRB上でPDCPレイヤ構成を実
行する。
【００６７】
　端末がNR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とを受信した後、端末は、D
RBの識別情報を使用することにより、確立されたDRBに対応するNR PDCP構成を判定し、DR
B上でのデータの正常な送信を確保するために、NR PDCP構成を使用することによりDRB上
でPDCPレイヤ構成を実行し得る。
【００６８】
　本出願のいくつかの実装形態では、マスタ基地局が、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応
するDRBの識別情報とをセカンダリ基地局から受信することは、以下を含む。
　マスタ基地局が、第1のcontainerとDRBの識別情報とをセカンダリ基地局から受信し、
第1のcontainerがNR PDCP構成のみを含むこと、および
　第1のcontainerが、DRBの識別情報と1対1対応を有すること。セカンダリ基地局が、NR 
PDCP構成のみを含む第1のcontainerをcontainerの形態で生成し、第1のcontainerをマス
タ基地局に送信すること。
【００６９】
　第1のcontainerはセカンダリ基地局によって生成されたNR PDCP構成のみを含み、この
ことは、セカンダリ基地局は、セカンダリ基地局によって生成されたNR PDCP構成のため
に独立した第1のcontainerを設定し、第1のcontainerが他の情報をカプセル化するcontai
nerとは異なると理解され得ることに留意されたい。
【００７０】
　LTE－NR DCシナリオの場合、マスタ基地局とセカンダリ基地局とが異なる無線アクセス
技術（radio access technologies、RAT）を使用するため、マスタ基地局はセカンダリ基
地局によって生成されたNR PDCP構成を認識できないことを理解されたい。セカンダリ基
地局が生成されたNR PDCP構成をマスタ基地局に直接送信すると、マスタ基地局は、セカ
ンダリ基地局によって送信されたNR PDCP構成をエラーパケットと見なし、したがってRRC
再接続などの他の処理を実行し得る。本出願の本実施形態によれば、セカンダリ基地局は
、NR PDCP構成を含む第1のcontainerをcontainerの形態で生成し、NR PDCP構成のみを含
む第1のcontainerをマスタ基地局に送信する。この場合、マスタ基地局は第1のcontainer
の内容を解析する必要はないが、解析のために直接、第1のcontainerを透過的に端末に送
信する。したがって、マスタ基地局は、第1のcontainerをエラーパケットと見なしたり、
他の処理を実行したりしない。このことは、不要なシステムオーバーヘッドを効果的に削
減し得る。
【００７１】
　上述の実施形態に関連して、マスタ基地局がNR PDCP構成とDRBの識別情報とを端末に送
信することは、以下を含む。
　マスタ基地局は、DRBの識別情報とNR PDCP構成のみを含む第1のcontainerとを端末に送
信すること。
【００７２】
　具体的には、セカンダリ基地局によって送信された第1のcontainerとDRBの識別情報と
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を受信した後、マスタ基地局は、第1のcontainerとDRBの識別情報とを端末に送信する。
【００７３】
　セカンダリ基地局が、生成されたNR PDCP構成をcontainerにカプセル化し、container
をマスタ基地局に送信し、第1のcontainerに対応するDRBの識別情報をマスタ基地局に送
信した後、マスタ基地局は、第1のcontainerに対応するDRBの識別情報を端末に送信し、
端末が第1のcontainerに基づいて、セカンダリ基地局によって生成されたNR PDCP構成を
取得できるように第1のcontainerをトランスペアレント送信モードで端末に直接転送し、
受信した識別情報に基づいて、NR PDCP構成に対応するDRBを判定する。このようにして、
セカンダリ基地局はNR PDCP構成を端末に正常に送信する。
【００７４】
　本出願のいくつかの実装形態では、マスタ基地局が、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応
するDRBの識別情報とをセカンダリ基地局から受信することは、以下を含む。
　マスタ基地局は、NR PDCP構成とDRBの識別情報とのみを含む第1のcontainerをセカンダ
リ基地局から受信し、NR PDCP構成がDRBの識別情報と1対1対応を有すること。本実装形態
では、セカンダリ基地局が、生成されたNR PDCP構成とDRBの識別情報とをcontainerにカ
プセル化し、containerをマスタ基地局に送信する、つまり、セカンダリ基地局が、生成
されたNR PDCP構成をNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報と一緒にcontainerにカプセル
化し、containerをマスタ基地局に送信することがわかる。同様に、マスタ基地局は、第1
のcontainerの内容を解析する必要がなく、受信した第1のcontainerをエラーパケットと
見なさず、したがって他の処理を実行しない。このこともまた、不要なシステムオーバー
ヘッドを効果的に削減し得る。
【００７５】
　上述の実施形態に関連して、マスタ基地局がNR PDCP構成とDRBの識別情報とを端末に送
信することは、マスタ基地局は第1のcontainerを端末に送信することを含む。
【００７６】
　セカンダリ基地局が、生成されたNR PDCP構成をNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報
と一緒に第1のcontainerにカプセル化し、第1のcontainerをマスタ基地局に送信した後、
マスタ基地局は、第1のcontainerを端末にトランスペアレント送信モードで直接転送し、
その結果、端末は、第1のcontainerに基づいて、セカンダリ基地局によって生成されたNR
 PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とを取得できる。このようにして、セ
カンダリ基地局はNR PDCP構成を端末に正常に送信する。
【００７７】
　本出願の本実施形態では、マスタ基地局と端末との間にRRC接続が確立された後、マス
タ基地局がRRC接続再構成手順をトリガする。例えば、無線インターフェース構成が端末
に送信される必要がある場合、マスタ基地局はRRC再構成メッセージを端末に送信し、RRC
再構成メッセージは、異なる機能を持つ様々な情報要素（information element）パラメ
ータを含む。ここでは、説明のために実際の例が使用される。例えば、データアンカがセ
カンダリ基地局にあるベアラ（SCG split bearer）がDRB ID 1に対応すると仮定される。
セカンダリ基地局がベアラを確立するための要求をマスタ基地局から受信すると、セカン
ダリ基地局は、マスタ基地局によって要求されたDRBのDRB ID 1に基づいて対応するNR PD
CP構成を生成し、NR PDCP構成のみをcontainer 1にカプセル化し、DRB ID 1の対応する識
別情報と一緒にcontainer 1をマスタ基地局に送信する。マスタ基地局は、セカンダリ基
地局から受信したcontainer1とcontainer1に対応するDRB ID 1の識別情報とをIEパラメー
タの形態でRRC再構成メッセージに追加し、RRC再構成メッセージを使用することによりDR
B ID 1とDRB ID 1に対応するNR PDCP構成とを端末に送信する。具体的には、RRC再構成メ
ッセージを使用することにより、DRB IDとDRB IDに対応するNR PDCP構成とを端末に送信
するための2つの例示的な方式がある。
【００７８】
　例示的な方式1：RRC再構成メッセージのNR PDCP構成とDRBの識別情報との形態が図6に
示され得る。
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【００７９】
　図6に示されるように、本出願の本実施形態では、マスタ基地局によって端末に送信さ
れたRRC再構成メッセージはIEを含み、IEはリストの形態であり得、リストは共通パケッ
トデータコンバージェンスプロトコルリスト（本出願の本実施形態では「CommonPDCPConf
igList」と呼ばれる）であり得る。リスト内の各項目は、NR PDCP構成に対応するcontain
erと、containerに対応するDRBの識別情報（DRB ID）とを含む。異なるcontainerは異な
るDRB IDに対応しており、異なるDRBは異なるDRB IDを有する。DRB IDとcontainerとの間
のマッピング関係の理解を用意にするために、本明細書の説明では実際の例が使用される
。例えば、MCG bearerの場合、PDCPレイヤはマスタ基地局にある。MCG bearerがマスタ基
地局のために構成された後、マスタ基地局は、MCG bearerに対応するNR PDCP構成をconta
inerの形態で生成し、containerと対応するDRB IDとをリスト内の項目として使用する。
同様に、MCG split bearerの場合、処理方式は、MCG bearerの処理方式とまったく同じで
ある。SCG bearerの場合、PDCPレイヤはセカンダリ基地局にある。SCG bearerがセカンダ
リ基地局のために構成された後、セカンダリ基地局は、bearerに対応するNR PDCP構成をc
ontainerの形態で生成し、containerと対応するDRB IDとをマスタ基地局に送信する。マ
スタ基地局は、セカンダリ基地局から受信したcontainerと対応するDRB IDとをリスト内
の項目として使用する。同様に、SCG split bearerの場合、処理方式は、SCG bearerの処
理方式とまったく同じである。
【００８０】
　本出願の本実施形態は、RRC再構成メッセージのNR PDCP構成およびDRB IDを構成する特
定の実装を提案することがわかる。
【００８１】
　本出願の本実施形態には、別の方式、があることに留意されたく、すなわち、マスタ基
地局によって端末に送信されたRRC再構成メッセージが共通パケットデータコンバージェ
ンスプロトコルリストを含み、リスト内の各項目が1つのcontainerを含み、containerがD
RB IDと、DRB IDに対応するNR PDCP構成とのみを含む。
【００８２】
　例示的な方式2：RRC再構成メッセージのNR PDCP構成とDRBの識別情報との形態が図7に
示され得る。
【００８３】
　図7に示すように、本出願の本実施形態では、「CommonPDCPConfigList」IEもまた、マ
スタ基地局によって端末に送信されるRRC再構成メッセージで定義されているが、図7に示
される方式と図6に示される方式とには違いがあり、図7に示されるCommonPDCPConfigList
は、split bearerのみを対象としており、リスト内の各項目が1つのNR PDCP構成に対応す
るcontainerと対応するDRB IDとを含むことができる、またはリスト内の各項目が1つのco
ntainerを含むことができ、containerがNR PDCP構成と対応するDRB IDとのみを含む。
【００８４】
　MCG bearerおよびSCG bearerの場合、MCG bearerおよびSCG bearerに対応するNR PDCP
構成のIEの位置は変わらない。図7に示されように、MCG bearerに対応するcontainerは、
RRC再構成メッセージで運ばれる「DBR－ToAddMod」IEで構成され、SCG bearerに対応する
containerは、RRC再構成メッセージで運ばれる「DBR－ToAddModListSCG」IEで構成される
。元のPDCP構成パラメータのみがcontainerに置き換えられ、containerは、MCG bearerお
よび／またはSCG bearerに対応するNR PDCP構成を含む。したがって、本出願の本実施形
態は、RRC再構成メッセージのNR PDCP構成およびDRB IDを構成する別の特定の方式を提案
する。
【００８５】
　本出願の一実装形態では、端末は、取得したNR PDCP構成と取得したDRBの識別情報とに
基づいて、DRB上のデータに対してPDCPレイヤ処理を実行する。詳細については、以下の
説明を参照されたい。
【００８６】
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　アップリンクデータ送信の場合、端末が送信データに対してPDCPレイヤ処理を実行する
ことは、送信データに対して対応するヘッダ圧縮を実行することと、アップリンクで送信
されたユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータに対して暗号化／インテグリティ
保護を実行することと、制御プレーンデータのインテグリティ保護などの処理を実行する
ことと、を含む。ダウンリンクデータ送信の場合、端末が受信データに対してPDCPレイヤ
処理を実行することは、受信データに対して対応する復元を実行することと、ダウンリン
クで送信されたユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータに対して復号／インテグ
リティ検査を実行することと、制御プレーンデータのインテグリティ検査などの処理を実
行することと、を含む。NR PDCPレイヤの特定の処理プロセスにおいて、端末によって実
行される対応するNR PDCPレイヤ処理は、実際のDRBタイプに対応するNR PDCP構成に基づ
いて判定されることに留意されたく、このことはここでは具体的に限定されない。詳細な
説明は、次の実施形態で提供される。
【００８７】
　実際の用途では、DRBに対応する無線インターフェースの構成情報は、PDCP構成、RLC構
成、MAC構成、論理チャネル構成などを含むことに留意されたい。本出願のいくつかの実
装形態では、セカンダリ基地局は、NR PDCP構成の独立した第1のcontainerを生成するだ
けでなく、セカンダリ基地局の他の無線インターフェース構成、例えばRLC構成、MAC構成
、および論理チャネル構成のための独立した第2のcontainerも生成する。セカンダリ基地
局は、第1のcontainerと対応するDRB IDとをマスタ基地局に送信するだけでなく、第2のc
ontainerと対応するDRB IDとをマスタ基地局に送信してもよい。マスタ基地局は、セカン
ダリ基地局から受信した第1のcontainerとDRB IDとを端末に送信する。加えて、マスタ基
地局はまた、セカンダリ基地局から受信した第2のcontainerとDRB IDとを端末に送信する
。
【００８８】
　本実施形態にはさらに別の実装解決策がある。セカンダリ基地局は、NR PDCP構成の独
立した第1のcontainerと対応するDRB IDとを生成する。セカンダリ基地局はまた、RLC構
成、MAC構成、および論理チャネル構成などのセカンダリ基地局の他の無線インターフェ
ース構成のための独立した第2のcontainerと対応するDRB IDとも生成する。セカンダリ基
地局は、第1のcontainerと第2のcontainerとをマスタ基地局に送信する。マスタ基地局は
、セカンダリ基地局から受信した第1のcontainerと第2のcontainerとを端末に送信する。
【００８９】
　図8に示されるように、SCG split bearerが例として使用される。SCG split bearerはD
RB ID 1に対応していると仮定される。セカンダリ基地局は、DRB ID 1に基づいて、DRB I
D 1に対応するNR PDCP構成を生成し、NR PDCP構成をcontainer（本出願の本実施形態では
NR PDCP configuration containerと呼ぶ）にカプセル化する。加えて、セカンダリ基地
局はまた、DRB ID 1に基づいて、セカンダリ基地局の無線インターフェース構成を生成し
、セカンダリ基地局の無線インターフェース構成は、RLC構成、MAC構成、論理チャネル構
成などを含み、これらの構成は別のcontainer（本出願の本実施形態ではセカンダリ基地
局の無線インターフェース構成containerと呼ばれる）にカプセル化される。セカンダリ
基地局は、NR PDCP configuration container、セカンダリ基地局の無線インターフェー
ス構成container、およびDRB ID 1を一緒にマスタ基地局に送信する。
【００９０】
　それに応じて、マスタ基地局は、DRB ID 1に基づいてマスタ基地局の無線インターフェ
ース構成を生成し、マスタ基地局の無線インターフェース構成は、マスタ基地局のRLC構
成、MAC構成、および論理チャネル構成を含む。マスタ基地局は、DRB ID 1、NR PDCP con
figuration container、セカンダリ基地局の無線インターフェース構成container、およ
び無線インターフェース構成を一緒に端末に送信する。
【００９１】
　本実施形態にはさらに別の実装形態がある。セカンダリ基地局は、DRB ID 1に基づいて
、DRB ID 1に対応するNR PDCP構成を生成し、NR PDCP構成とDRB ID 1との両方をcontaine
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r（本出願の本実施形態ではNR PDCP configuration containerと呼ぶ）にカプセル化する
。加えて、セカンダリ基地局はまた、DRB ID 1に基づいて、セカンダリ基地局の無線イン
ターフェース構成を生成し、セカンダリ基地局の無線インターフェース構成は、セカンダ
リ基地局のRLC構成、MAC構成、論理チャネル構成などを含み、これらの構成とDRB ID 1と
が別のcontainer（本出願の本実施形態ではセカンダリ基地局の無線インターフェース構
成containerと呼ばれる）にカプセル化される。セカンダリ基地局は、NR PDCP configura
tion containerとセカンダリ基地局の無線インターフェース構成containerとを一緒にマ
スタ基地局に送信する。
【００９２】
　それに応じて、マスタ基地局は、DRB ID 1に基づいてマスタ基地局の無線インターフェ
ース構成を生成し、マスタ基地局の無線インターフェース構成は、DRB ID 1とマスタ基地
局のRLC構成、MAC構成、および論理チャネル構成とを含む。マスタ基地局は、NR PDCP co
nfiguration container、セカンダリ基地局の無線インターフェース構成container、およ
び無線インターフェース構成を一緒に端末に送信する。
【００９３】
　SCG bearer、MCG split bearer、およびMCG bearerの構成プロセスは、SCG split bear
erの構成プロセスと同様であり、詳細についてはここでは説明されない。
【００９４】
　本出願の実装形態の理解を容易にするために、本出願の一実施形態は、SCG split bear
erがEN－DCデュアルコネクティビティシナリオにおけるビデオサービスデータのダウンリ
ンク送信に使用される例を使用することにより本明細書で説明される。図9は、本出願の
一実施形態による情報処理方法の一実施形態の別の概略フローチャートである。本方法は
、以下のステップを含む。
【００９５】
　201：SgNBは、SCG split bearerに対応する第1のcontainerを生成する。
【００９６】
　本実装形態では、SgNBはSCG split bearerに対応するNR PDCP構成を個別に生成し、NR 
PDCP構成とDRBとの間に1対1のマッピング関係があり、SgNB無線インターフェース構成とD
RBとの間にも1対1のマッピング関係がある。
【００９７】
　場合により、SgNBはSgNB無線インターフェース構成を生成し、SgNB無線インターフェー
ス構成は、RLC構成、MAC構成、論理チャネル構成などを含み、SgNBは、SgNB無線インター
フェース構成を第2のcontainerにカプセル化する。第2のcontainerと第1のcontainerとは
2つの独立したcontainerであることが理解されよう。具体的には、第1のcontainerはSCG 
split bearerに対応するNR PDCP構成を含み、第2のcontainerはSgNB無線インターフェー
ス構成を含む。第2のcontainerは、SgNB無線インターフェース構成containerと呼ばれ得
る。
【００９８】
　NR PDCP構成は、
　1．NR PDCPレイヤにおけるバッファにバッファされたPDCP SDUとPDCP SDUに対応するPD
CP PDUとをいつ削除するかを判定するために、端末のNR PDCPレイヤを構成するために使
用される、discardTimerの持続時間設定と、
　2．MeNBと端末との間でデータパケットが送信されるときに使用されるヘッダ圧縮プロ
ファイル情報を示すために使用される、ヘッダ圧縮パラメータと、
　3．端末のNR PDCPレイヤにおける並べ替え動作を実行するために使用されるタイマを示
すために使用されるt－reorderingの持続時間設定と、
　4．端末がRLC確認応答モード（AM）でNR PDCPステータスレポート機能を有効にするか
否かを示すために使用されるステータスレポート情報と、
　5．PDCP SNの長さインジケータと、
　のうちの1つ以上を含み得る。
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【００９９】
　換言すれば、SCG split bearerが確立された後、SCG split bearer上でデータを送信す
るために使用される関連する構成情報が判定される必要がある。
【０１００】
　202：SgNBは、SgNB addition request acknowledgeメッセージを使用することにより、
生成された第1のcontainerとDRB IDとをMeNBに送信する。
【０１０１】
　場合により、SgNB追加要求確認メッセージは、第2のcontainerをさらに含む。具体的に
は、図10に示すように、SgNBは、生成されたNR PDCP構成をcontainerにカプセル化し、そ
のcontainerをMeNBに送信する。さらに、SgNBのSgNBは、RLC構成、MAC構成、および論理
チャネル構成などの他の無線インターフェース構成情報（NR PDCP構成以外の構成）を別
のcontainerにカプセル化し、2つのcontainerと対応するDRB IDとを一緒に同じ仕方でMeN
Bに送信する。
【０１０２】
　換言すれば、本出願の本実施形態では、SgNBは、生成されたNR PDCP構成とDRBと間のマ
ッピング関係をX2インターフェースメッセージを使用することによりMeNBに送信するだけ
でなく、SgNBによって生成されたSgNB無線インターフェース構成とDRBとの間のマッピン
グ関係をX2インターフェースメッセージを使用することによりMeNBに提供することもでき
る。具体的な提供プロセスは、SgNBによって生成されたNR PDCP構成とDRBとの間のマッピ
ング関係を提供するプロセスと同様であり、詳細についてはここでは説明されない。
【０１０３】
　203：MeNBは、SgNBから受信した第1のcontainerおよびDRB IDと、MeNBによって生成さ
れたMeNB無線インターフェース構成とをUuインターフェースを介して端末に送信する。
【０１０４】
　場合により、MeNBが第2のcontainerを受信すると、MeNBは、第1のcontainer、DRB ID、
およびMeNBによって生成されたMeNB無線インターフェース構成と一緒に第2のcontainerを
端末に送信する。具体的には、図11に示されるように、第1のcontainer、第2のcontainer
、および2つのcontainerに対応するDRB IDをSgNBから取得した後、MeNBはそれらをRRC再
構成メッセージを使用することにより端末に送信し、RRC再構成メッセージがMeNBの無線
インターフェース構成をさらに含む。
【０１０５】
　204：端末は、MeNBによって送信されたRRC再構成メッセージから必要な構成情報を取得
する。
【０１０６】
　MeNBからRRC再構成メッセージを受信した後、端末はRRC再構成メッセージからSgNBのNR
 PDCP構成、SgNB無線インターフェース構成、およびMeNB無線インターフェース構成を取
得してもよい。
【０１０７】
　205：端末はMeNBとSgNBとの両方でデータ送信を実行する。
【０１０８】
　具体的には、コアネットワークはダウンリンク送信でSCG split bearerを介してビデオ
サービスデータを端末に送信する、つまり、コアネットワークは端末のビデオサービスデ
ータをSgNBに送信する必要があり、SgNBはビデオサービスデータを分割し、その結果、ビ
デオサービスデータの一部はMeNBによって端末に送信され、データの一部はSgNBによって
端末に直接送信される。コアネットワークがビデオサービスデータを送信する前に、MeNB
とSgNBとはそれぞれ、端末との対応するsplit bearerを確立する必要がある。確立された
split bearerは、対応するDRB IDが割り当てられる。したがって、端末は、DRB IDに基づ
いて、split bearerに対応するレイヤL2（Layer 2）に関連する構成情報を判定し得る。
端末は、ステップ204でMeNBによって送信されたレイヤL2構成を取得しているため、端末
は、MeNBによって送信されたレイヤL2構成を使用することにより、ダウンリンクでコアネ
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ットワークによって送信されたビデオサービスデータを受信し得る。
【０１０９】
　上述の説明から、本実施形態には別の実装解決策があることがわかる、すなわち、SgNB
は、SCG split bearerに対応する第1のcontainerおよび第2のcontainerを生成し、第1のc
ontainerは、SCG split bearerに対応するNR PDCP構成と対応するDRB IDとのみを含み、
第2のcontainerは、SgNBのRLC構成、MAC構成、および論理チャネル構成などのSCG split 
bearerに対応するSgNB無線インターフェース構成と対応するDRB IDとを含む。SgNBは、X2
インターフェースを介して第1のcontainerと第2のcontainerとをMeNBに送信する。MeNBは
、SgNBから受信した2つのcontainerと、MeNBによって生成されたMeNB無線インターフェー
ス構成とをUuインターフェースを介して端末に送信する。
【０１１０】
　図12は、本出願の一実施形態による情報処理方法の一実施形態の概略フローチャートで
ある。本方法は、以下のステップを含む。
【０１１１】
　301：基地局は、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデュ
アルコネクティビティ機能をサポートすると判定する。
【０１１２】
　本出願の本実施形態では、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE
－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると基地局が判定する、3つのシナリオ
が主に存在する。詳細は以下のとおりである。
【０１１３】
　第1のシナリオでは、端末が最初に基地局にアクセスすると、端末はアタッチ（Attach
）手順をトリガし、アタッチ手順は、端末によってコアネットワークデバイスに能力情報
を報告するプロセスを含む。具体的には、端末は、端末によってアクセスされる基地局に
能力情報を送信し、基地局は、端末によって報告された能力情報をコアネットワークデバ
イスに格納する。端末が最初に基地局にアクセスすると、基地局は端末の能力情報を把握
することができ、端末の能力情報が、端末がNR PDCPプロトコルをサポートすること、ま
たは端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすることを示す場合、基地
局は、端末の受信した能力情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートしてい
る、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートしていると判定した
後、NR PDCP構成を端末に送信することがわかる。
【０１１４】
　第2のシナリオでは、基地局にアクセスした端末がアイドル（idle）モードからアクテ
ィブ（active）モードに入ると、基地局は、端末の能力情報をコアネットワークデバイス
から受信し、端末の能力情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、ま
たは端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定する。
【０１１５】
　基地局にアクセスした端末がアイドルモードに入ると、システム負荷を軽減するために
、基地局は端末の能力情報を含む端末に関連する情報を消去する。しかしながら、端末が
最初に基地局にアクセスするとき、端末は端末の能力情報をコアネットワークデバイスに
報告している、換言すれば、コアネットワークデバイスは端末によって報告された能力情
報を格納する。したがって、基地局にアクセスした端末がアイドルモードからアクティブ
モードに入ると、基地局は端末の能力情報をコアネットワークデバイスから取得できる。
例えば、本出願の一部の実装形態では、基地局にアクセスした端末がアイドルモードから
アクティブモードに入ると、コアネットワークデバイスは初期コンテキストセットアップ
要求（initial context setup request、S1）メッセージを使用することにより端末の関
連情報を端末に送信し、送信されたS1メッセージは、端末がNR PDCPプロトコルをサポー
トしていること、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートしてい
ることを示す能力情報を含む。基地局がS1メッセージを受信し、S1メッセージで運ばれた
能力情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデ
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ュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定した後、基地局はNR PDCP構成を端末
に送信する。
【０１１６】
　第3のシナリオでは、端末はソース基地局にアクセスする。上記の説明から、端末がソ
ース基地局にアクセスするとき、ソース基地局は端末の能力情報を取得できることがわか
る。したがって、端末がアクセスされたソース基地局からターゲット基地局にハンドオー
バされると、ターゲット基地局はソース基地局から端末の能力情報を取得し、ソース基地
局から取得された能力情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートしているこ
と、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートしていることを判定
することができる。
【０１１７】
　上述の3つのシナリオは、単一接続シナリオであってもLTE－NR DCシナリオであっても
よいことを理解されたい。LTE－NR DCシナリオでは、基地局はマスタ基地局である。
【０１１８】
　302：基地局はNR PDCP構成を端末に送信する。
【０１１９】
　このようにして、NR PDCP構成を取得した後、端末は対応するシナリオでPDCPレイヤ構
成を実行できる。例えば、デュアルコネクティビティシナリオでは、端末は、NR PDCP構
成のパラメータに基づいて、アクセスされたセカンダリ基地局で関連するPDCP構成を実行
し、またハンドオーバシナリオでは、端末は、NR PDCP構成のパラメータに基づいて、ア
クセスされたターゲット基地局で関連するPDCP構成を実行する。具体的なプロセスについ
てはここでは説明しない。
【０１２０】
　本出願の一実装形態では、端末が最初に基地局にアクセスすると、端末は指示情報を基
地局に送信し、指示情報がランダムアクセス手順においてメッセージで運ばれ得る。例え
ば、端末は、preambleまたはランダムアクセスメッセージ3（RRC接続確立要求メッセージ
またはRRC接続再確立メッセージ）またはランダムアクセスメッセージ5（RRC接続確立完
了メッセージ）を使用することにより基地局に指示情報を送信し、指示情報は、端末がNR
 PDCPプロトコルをサポートすること、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機
能をサポートすることを示すために使用される。基地局が、端末から受信した指示情報に
基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネ
クティビティ機能をサポートすると判定した後、基地局はNR PDCP構成を端末に送信する
。
【０１２１】
　端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビ
ティ機能をサポートすると判定した後、基地局は、NR PDCP構成を端末に送信する。LTE－
NRデュアルコネクティビティシナリオにおいて、基地局によってNR PDCP構成を端末に送
信することに関する詳細については、EN－DCデュアルコネクティビティシナリオでNR PDC
P構成を端末に送信する上述のプロセスを参照されたい。詳細はここでは説明されない。
本出願の本実施形態は、基地局がNR PDCP構成を端末に送信する特定のシナリオを提案し
、解決策の実現可能性および多様性を改善することがわかる。
【０１２２】
　本出願の上述の方法実施形態で説明された解決策のより良い実施のために、以下は、上
述の解決策を実施するための関連装置をさらに提供する。
【０１２３】
　図13は、本出願の一実施形態による基地局の一実施形態の概略構成図である。基地局は
、本出願の方法実施形態で説明されるマスタ基地局として機能し、受信ユニット101と送
信ユニット102とを備える。
【０１２４】
　受信ユニット101は、new radioパケットデータコンバージェンスプロトコルNR PDCP構
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成とNR PDCP構成に対応するデータ無線ベアラDRBの識別情報をセカンダリ基地局から受信
するように構成される。
【０１２５】
　送信ユニット102は、受信ユニット101によって受信されたNR PDCP構成とDRBの識別情報
とを端末に送信するように構成される。
【０１２６】
　基地局とセカンダリ基地局とは異なるRATの基地局である。
【０１２７】
　図13に示される基地局がマスタ基地局として機能し、基地局とセカンダリ基地局とが異
なるRATの基地局である場合に、既存のLTE DCメカニズムが使用されると、基地局は、基
地局が内容を解析できないため、セカンダリ基地局によって送信された内容を直接破棄し
得ることがわかる。LTE－NR DCシナリオでのこのような問題を回避するために、セカンダ
リ基地局は、基地局とセカンダリ基地局と間のインターフェースを介して、NR PDCP構成
とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とを基地局に送信する。基地局は、受信ユニット
101を使用することによって、セカンダリ基地局によって送信されるNR PDCP構成とNR PDC
P構成に対応するDRBの識別情報とを受信することができ、基地局は、セカンダリ基地局に
よって生成されたNR PDCP構成を解析しないが、送信ユニット102を使用することによって
、受信したNR PDCP構成と対応するDRBの受信した識別情報とを端末に直接転送する。
【０１２８】
　場合により、受信ユニット101が、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報
とをセカンダリ基地局から受信するように構成されることが、
　受信ユニット101が、第1のcontainer（コンテナ）とDRBの識別情報とをセカンダリ基地
局から受信し、第1のcontainerがNR PDCP構成のみを含む、ように構成されることを含む
。
【０１２９】
　送信ユニット102が、受信ユニット101によって受信されたNR PDCP構成とDRBの識別情報
とを端末に送信するように構成されることは、
　送信ユニット102が、受信ユニット101によって受信されたDRBの識別情報とNR PDCP構成
のみを含む第1のcontainerとを端末に送信するように構成されることを含む。
【０１３０】
　第1のcontainerは、DRBの識別情報と1対1対応を有する。
【０１３１】
　セカンダリ基地局は、生成されたNR PDCP構成のみをcontainerにカプセル化し、そのco
ntainerを図13に示される基地局に送信することがわかる。図13に示される基地局は第1の
containerの内容を解析する必要がないため、基地局は、受信した第1のcontainerをエラ
ーパケットと見なさず、第1のcontainerを使用してNR PDCP構成を端末に最終的に正常に
送達する。このことは、セカンダリ基地局がどのように端末に構成を送達するかに関する
問題を効果的に解決する。
【０１３２】
　場合により、受信ユニット101が、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報
とをセカンダリ基地局から受信するように構成されることが、
　受信ユニット101が、第1のcontainerをセカンダリ基地局から受信し、第1のcontainer
がNR PDCP構成とDRBの識別情報とを含む、ように構成されることを含む。
【０１３３】
　送信ユニット102が、受信ユニット101によって受信されたNR PDCP構成とDRBの識別情報
とを端末に送信するように構成されることは、
　送信ユニット102が、第1のcontainerを端末に送信し、NR PDCP構成がDRBの識別情報と1
対1対応を有する、ように構成されることを含む。
【０１３４】
　上述の実装形態との違いは、第1のcontainerが、セカンダリ基地局のNR PDCP構成を含
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むだけでなく、NR PDCP構成に対応するDRBの識別情報も含むこと、つまり、第1のcontain
erが、セカンダリ基地局のNR PDCP構成と、NR PDCP構成に対応するDRBの識別情報と、の
みを含むことにあることがわかる。このことは、解決策の多様性を増やす。
【０１３５】
　場合により、受信ユニット101は、
　第2のcontainerをセカンダリ基地局から受信し、第2のcontainerがセカンダリ基地局の
無線インターフェース構成を含み、セカンダリ基地局の無線インターフェース構成がNR P
DCP構成を含まないようにさらに構成される。
【０１３６】
　送信ユニット102は、
　第2のcontainerを端末に送信するようにさらに構成される。
【０１３７】
　第2のcontainerは、DRBの識別情報と1対1対応を有する。換言すれば、図13に示される
基地局は、NR PDCP構成を端末に送信するだけではなく、セカンダリ基地局の無線インタ
ーフェース構成も端末に送信する。このことは、解決策のインテグリティを確保する。
【０１３８】
　図14は、本出願の一実施形態による基地局の別の実施形態の概略構成図である。基地局
は、本出願の方法実施形態で説明されるセカンダリ基地局として機能し、処理ユニット20
1と送信ユニット202とを備える。
【０１３９】
　処理ユニット201は、new radioパケットデータコンバージェンスプロトコルNR PDCP構
成を生成するように構成される。
【０１４０】
　送信ユニット202は、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するデータ無線ベアラDRBの識別
情報とをマスタ基地局に送信するように構成される。
【０１４１】
　基地局とマスタ基地局とは異なるRATの基地局である。
【０１４２】
　場合により、処理ユニット201がNR PDCP構成を生成するように構成されることは、
　処理ユニット201が、第1のcontainer（コンテナ）を生成し、第1のcontainerがNR PDCP
構成のみを含む、ように構成されることを含む。
【０１４３】
　送信ユニット202が、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とをマスタ基
地局に送信するように構成されることは、
　送信ユニット202が、処理ユニット201によって生成された第1のcontainerとDRBの識別
情報とをマスタ基地局に送信し、
　第1のcontainerがDRBの識別情報と1対1対応を有する、ように構成されることを含む。
【０１４４】
　場合により、処理ユニット201がNR PDCP構成を生成するように構成されることは、
　処理ユニット201が、第1のcontainerを生成し、第1のcontainerがNR PDCP構成とDRBの
識別情報とのみを含み、NR PDCP構成がDRBの識別情報と1対1対応を有する、ように構成さ
れることを含む。
【０１４５】
　送信ユニット202が、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報とをマスタ基
地局に送信するように構成されることは、
　送信ユニット202が、処理ユニット201によって生成された第1のcontainerをマスタ基地
局に送信するように構成されることを含む。
【０１４６】
　場合により、処理ユニット201は、
　第2のcontainerを生成し、第2のcontainerがセカンダリ基地局の無線インターフェース
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構成を含み、セカンダリ基地局の無線インターフェース構成がNR PDCP構成を含まず、第2
のcontainerがDRBの識別情報と1対1対応を有する、ようにさらに構成される。
【０１４７】
　送信ユニット202は、
　第2のcontainerをマスタ基地局に送信するようにさらに構成される。
【０１４８】
　図15は、本出願の一実施形態による端末の一実施形態の概略構成図である。端末は、受
信ユニット301と処理ユニット302とを備える。
【０１４９】
　受信ユニット301は、new radioパケットデータコンバージェンスプロトコルNR PDCP構
成とNR PDCP構成に対応するデータ無線ベアラDRBの識別情報をマスタ基地局から受信する
ように構成され、NR PDCP構成がセカンダリ基地局によって生成される構成である。
【０１５０】
　処理ユニット302は、NR PDCP構成とDRBの識別情報とに基づいて、DRB上でPDCPレイヤ構
成を実行するように構成される。
【０１５１】
　場合により、受信ユニット301が、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報
とをマスタ基地局から受信するように構成されることが、
　受信ユニット301が、第1のcontainer（コンテナ）とDRBの識別情報とをマスタ基地局か
ら受信し、第1のcontainerがNR PDCP構成のみを含み、第1のcontainerがセカンダリ基地
局によって生成されたcontainerであり、
　第1のcontainerがDRBの識別情報と1対1対応を有する、ように構成されることを含む。
【０１５２】
　場合により、受信ユニット301が、NR PDCP構成とNR PDCP構成に対応するDRBの識別情報
とをマスタ基地局から受信するように構成されることが、
　受信ユニット301が、第1のcontainerをマスタ基地局から受信し、第1のcontainerがNR 
PDCP構成とDRBの識別情報とのみを含み、第1のcontainerがセカンダリ基地局によって生
成されたcontainerであり、NR PDCP構成がDRBの識別情報と1対1対応を有する、ように構
成されることを含む。
【０１５３】
　図16は、本出願の一実施形態による基地局の別の実施形態の概略構成図である。基地局
は、本出願の方法実施形態で説明される第1の基地局として機能し、処理ユニット401と送
信ユニット402とを備える。
【０１５４】
　処理ユニット401は、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NR
デュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定するように構成される。
【０１５５】
　送信ユニット402は、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NR
デュアルコネクティビティ機能をサポートすると処理ユニット401が判定した後、NR PDCP
構成を端末に送信するように構成される。
【０１５６】
　端末が最初に図16に示される基地局にアクセスするとき、基地局が、処理ユニット401
を使用することにより、また端末によって報告された能力情報または端末によって送信さ
れた指示情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－
NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定すると、送信ユニット402は、NR 
PDCP構成（NRプロトコルに対応するPDCPレイヤ構成情報）を端末に送信することができる
ことがわかる。このようにして、基地局がNR PDCP構成を端末に送信できる特定の送信シ
ナリオが提案され、解決策の実現可能性を改善する。
【０１５７】
　場合により、基地局は受信ユニット403を備える。



(27) JP 6945659 B2 2021.10.6

10

20

30

40

50

【０１５８】
　受信ユニット403は、端末が最初に第1の基地局にアクセスするとき、端末から指示情報
を受信するように構成され、指示情報が、ランダムアクセス手順で端末によって送信され
るメッセージで運ばれ得る、例えば、端末によって送信されたプリアンブル（preamble）
で運ばれ得る、または例えばRRC接続確立要求メッセージ、RRC接続再確立要求メッセージ
、もしくはRRC接続確立完了メッセージで運ばれ得る。処理ユニット401が、端末がNR PDC
Pをサポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると
判定するように構成されることは、処理ユニット401が、受信ユニット403によって受信さ
れた能力情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、もしくは端末がLTE
－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定する、または指示情報に基づい
て、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、もしくは端末がLTE－NRデュアルコネクテ
ィビティ機能をサポートすると判定する、ように構成されることを含む。
【０１５９】
　場合により、受信ユニット403は、端末が最初に第1の基地局にアクセスするときに、端
末の能力情報を端末から受信するように構成され、処理ユニット401が、端末がNR PDCPを
サポートする、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると判
定するように構成されることは、処理ユニット401が、受信ユニット403によって受信され
た能力情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、もしくは端末がLTE－
NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定するように構成されることを含む
。
【０１６０】
　場合により、受信ユニット403は、第1の基地局にアクセスした端末がアイドルモードか
らアクティブモードに入るときに、コアネットワークデバイスから端末の能力情報を受信
するように構成される。
【０１６１】
　処理ユニット401が、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NR
デュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定するように構成されることは、処理
ユニットが、受信ユニット403によって受信された能力情報に基づいて、端末がNR PDCPプ
ロトコルをサポートする、もしくは端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポ
ートすると判定するように構成されることを含む。
【０１６２】
　場合により、受信ユニット403は、端末が第2の基地局から第1の基地局にハンドオーバ
されるときに、第2の基地局から端末の能力情報を取得するように構成される。
【０１６３】
　処理ユニット401が、端末がNR PDCPプロトコルをサポートする、または端末がLTE－NR
デュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定するように構成されることは、処理
ユニット401が、受信ユニット403によって受信された能力情報に基づいて、端末がNR PDC
Pプロトコルをサポートする、もしくは端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサ
ポートすると判定し、基地局と第2の基地局とが異なるRATの基地局である、ように構成さ
れることを含む。
【０１６４】
　場合により、端末は、第1の基地局と第2の基地局との両方にアクセスし、第1の基地局
はLTE－NRデュアルコネクティビティシナリオのマスタ基地局であり、第2の基地局はセカ
ンダリ基地局である。
【０１６５】
　場合により、本出願の一実装形態では、受信ユニット403は、端末が最初に第1の基地局
にアクセスするとき、端末から指示情報を受信するように構成され得、指示情報が、ラン
ダムアクセス手順で端末によって送信されるメッセージで運ばれ得る、例えば、端末によ
って送信されたプリアンブルで運ばれ得る、または例えばRRC接続確立要求メッセージ、R
RC接続再確立要求メッセージ、もしくはRRC接続確立完了メッセージで運ばれ得る。この
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場合、処理ユニット401は、指示情報に基づいて、端末がNR PDCPプロトコルをサポートす
る、または端末がLTE－NRデュアルコネクティビティ機能をサポートすると判定するよう
にさらに構成される。
【０１６６】
　上述の技術的解決策から、本出願の本実施形態が、端末がLTE－NR DCシナリオでNR PDC
P構成を取得する仕方に関する解決策を提案することがわかる。
【０１６７】
　なお、上述の装置のユニット間の情報交換、手順実行などの内容は、本出願の実施形態
における方法実施形態と同じ概念に基づいているため、さらなる詳細については、方法実
施部分を参照されたい。装置の技術的効果もまた。本出願の方法実施形態の技術的効果と
同じである。詳細については、本出願の上述の方法実施形態の説明を参照されたい。詳細
はここでは説明されない。
【０１６８】
　加えて、上述の装置（基地局または端末）のユニットの分割は、単に論理機能の分割で
あることに留意されたい。実際の実装形態では、すべてまたは一部のユニットを1つの物
理エンティティに統合することも、物理的に分離することもできる。加えて、すべてのユ
ニットは、処理要素によって呼び出されるソフトウェアの形態で実装されてもよいし、ハ
ードウェアの形態で実装されてもよいし、一部のユニットが処理要素によって呼び出され
るソフトウェアの形態で実装され、一部のユニットがハードウェアの形態で実装されても
よい。このことは、具体的に限定されない。例えば、処理ユニットは、独立して配置され
た処理要素であってもよいし、実装のために上述の基地局または端末のチップに統合され
てもよい。加えて、処理ユニットは、上述の基地局または端末のメモリにプログラムの形
態で格納され、処理ユニットの機能を実行するために、上述の基地局または端末の処理要
素によって呼び出されてもよい。別のユニットの実装形態は、処理ユニットの実装形態と
同様である。加えて、すべてまたは一部のユニットが、一緒に統合されてもよいし、個別
に実装されてもよい。本明細書の処理要素は、信号処理機能を備えた集積回路であり得る
。実施プロセスにおいて、上述の方法または上述のユニットのステップは、プロセッサ要
素内のハードウェアの集積論理回路を使用することにより、またはソフトウェアの形態の
命令を使用することにより実施され得る。加えて、上述の受信ユニットは、受信を制御す
るためのユニットであり、アンテナまたは無線周波数装置などの上述の基地局または端末
の受信装置を使用することにより送信情報を受信してもよい（例えば、基地局のピアエン
ドが端末である、端末のピアエンドが基地局である）。上述の送信ユニットは、送信を制
御するためのユニットであり、アンテナまたは無線周波数装置などの上述の基地局または
端末の送信装置を使用することにより情報をピアエンドに送信してもよい。
【０１６９】
　例えば、上述のユニットは、上述の方法を実施するための1つ以上の集積回路、例えば1
つ以上の特定用途向け集積回路（application－specific integrated circuit、ASIC）、
または1つ以上のマイクロプロセッサ（digital signal processor、DSP）、または1つ以
上のフィールドプログラマブルゲートアレイ（field programmable gate array、FPGA）
として構成されてもよい。別の例として、上述のユニットのうちの1つが処理要素によっ
てプログラムをスケジューリングすることにより実装される場合、処理要素はプロセッサ
であり得、プロセッサは信号処理能力を備えた集積回路チップであり得る。実施プロセス
では、上述の方法のステップは、ストレージ要素内のコンピュータプログラムを実行する
プロセッサによって実施されてもよい。具体的には、処理要素は、汎用プロセッサ、例え
ば中央演算装置（central processing unit、CPU）またはデジタルシグナルプロセッサ（
digital signal processor、DSP）、特定用途向け集積回路（application－specific int
egrated circuit、ASIC）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（field－programmab
le gate array、FPGA）、もしくは別のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリー
トゲートもしくはトランジスタロジックデバイス、またはディスクリートハードウェアコ
ンポーネントであってもよい。処理要素は、本出願の本実施形態で開示される方法、ステ
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ップ、および論理ブロック図を実装または実行してもよい。汎用プロセッサは、マイクロ
プロセッサであってもよいし、プロセッサは、任意の従来のプロセッサなどであってもよ
い。本出願の本実施形態で開示された方法のステップは、ハードウェア復号プロセッサに
よって直接実行され、完了するのであってもよいし、復号プロセッサのハードウェアとソ
フトウェアモジュールとの組み合わせを使用することによって実行され、完了するのであ
ってもよい。ソフトウェアモジュールは、当技術分野において成熟した記憶媒体、例えば
、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読
み取り専用メモリ、エレクトリカリー・イレーサブル・プログラマブル・メモリ、または
レジスタに配置され得る。あるいは、処理要素は、プログラムを呼び出すことができる別
のプロセッサであってもよい。別の例として、上述のユニットは一緒に統合され、システ
ムオンチップ（system－on－a－chip、SOC）の形態で実装されてもよい。
【０１７０】
　図17は、本出願の一実施形態による基地局の別の実施形態の概略構成図である。基地局
は、本出願の方法実施形態で説明されるマスタ基地局として機能する。図17に示されるよ
うに、基地局は、アンテナ110と、無線周波数装置120と、ベースバンド装置130と、を備
える。アンテナ110は、無線周波数装置120に接続される。アップリンク方向では、無線周
波数装置120は、アンテナ110を使用することにより、端末または別の基地局によって送信
された情報を受信し、端末または別の基地局によって送信された情報を処理のためにベー
スバンド装置130に送信する。ダウンリンク方向では、ベースバンド装置130は、端末また
は別の基地局の情報を処理し、処理した情報を無線周波数装置120に送信する。端末また
は別の基地局の情報を処理した後、無線周波数装置120は、処理された情報をアンテナ110
を使用することにより端末または別の基地局に送信する。
【０１７１】
　一実装形態では、上述のユニットは、プログラムをスケジューリングすることにより処
理要素によって実施される。例えば、ベースバンド装置130は、処理要素131とストレージ
要素132とを備え、処理要素131が、方法実施形態において基地局側で方法を実行するため
に、ストレージ要素132に格納されたプログラムを呼び出す。加えて、ベースバンド装置1
30は、無線周波数装置120と情報を交換するように構成された通信インターフェース133を
さらに備えることができる。通信インターフェース133は、例えば、共通公衆無線インタ
ーフェース（common public radio interface、CPRI）であってもよい。
【０１７２】
　別の実装形態では、上述のユニットは、上述の方法を実施するための1つ以上の処理要
素として構成されてもよく、処理要素はベースバンド装置130上に配置される。本明細書
の処理要素は、集積回路、例えば、1つ以上のASIC、1つ以上のDSP、または1つ以上のFPGA
であり得る。これらの集積回路は、チップを形成するために一緒に集積されてもよい。
【０１７３】
　例えば、上述のモジュールは一緒に統合され、システムオンチップ（system－on－a－c
hip、SOC）の形態で実装されてもよい。例えば、ベースバンド装置130はSOCチップを備え
、チップは上述の方法で基地局側の動作を実施するように構成される。処理要素131およ
びストレージ要素132はチップに統合されてもよく、上述の方法または上述のユニットの
機能は、ストレージ要素132に格納されたプログラムを呼び出すことによって処理要素131
によって実施されてもよい。あるいは、少なくとも1つの集積回路をチップに統合して、
上述の方法または上述のユニットの機能を実施することができる。あるいは、上述の実装
形態を組み合わせてもよく、その結果、一部のユニットの機能がプログラムを呼び出す処
理要素によって実装され、一部のユニットの機能が集積回路を使用することにより実装さ
れるようにしてもよい。
【０１７４】
　結論として、使用される方式に関係なく、基地局は少なくとも1つの処理要素と少なく
とも1つのストレージ要素とを備え、少なくとも1つの処理要素が上述の方法実施形態で提
供される方法を実行するように構成される。処理要素は、上述の方法実施形態におけるス
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テップの一部またはすべてを第1の方式で、すなわちストレージ要素に格納されたプログ
ラムを実行することにより実行してもよいし、処理要素は、上述の方法実施形態における
基地局側のステップの一部またはすべてを第2の方式で、すなわち命令とともにプロセッ
サ要素内のハードウェアの集積論理回路を使用することにより実行してもよいし、当然の
ことながら処理要素は、上述の方法実施形態の基地局側の方法を、第1の方式と第2の方式
とを組み合わせて実行してもよい。本実施形態の基地局によって実行される特定のステッ
プについては、上述の実施形態の対応するプロセスを参照されたく、詳細についてはここ
では説明されないことに留意されたい。
【０１７５】
　上記のように、本明細書では、処理要素は、汎用プロセッサ、例えば中央処理装置（Ce
ntral Processing Unit、CPU）であってもよいし、上述の方法を実施するように構成され
た1つ以上の集積回路、例えば1つ以上の特定用途向け集積回路（application－specific 
integrated circuit、ASIC）、または1つ以上のマイクロプロセッサ（digital signal pr
ocessor、DSP）、または1つ以上のフィールドプログラマブルゲートアレイ（field progr
ammable gate array、FPGA）であってもよい。
【０１７６】
　ストレージ要素はメモリであってもよいし、複数のストレージ要素の総称であってもよ
い。メモリは例として使用される。メモリは、読み取り専用メモリ（read－only memory
、ROM）およびランダムアクセスメモリ（random access memory、RAM）を含んでもよく、
または別のメモリまたは記憶媒体であってもよい。メモリは、処理要素131に命令および
データを提供する。メモリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ（non－volatile 
random access memory、NVRAM）をさらに含み得る。メモリは、オペレーティングシステ
ムおよび動作命令、実行可能モジュールまたはデータ構造、またはそのサブセット、また
はその拡張セットを格納する。動作命令は、様々な動作を実装するために使用される様々
な動作命令を含み得る。オペレーティングシステムは、様々な基本サービスを実装し、ハ
ードウェアベースのタスクを処理するために使用される様々なシステムプログラムを含み
得る。
【０１７７】
　図18は、本出願の一実施形態による端末の別の実施形態の概略構成図である。図18に示
されるように、端末は、処理要素110と、ストレージ要素120と、送受信機要素130と、を
備える。送受信機要素130は、アンテナに接続されてもよい。ダウンリンク方向では、送
受信機要素130は、アンテナを使用することにより、基地局によって送信された情報を受
信し、処理のために情報を処理要素110に送信する。アップリンク方向では、処理要素110
は端末のデータを処理し、送受信機要素130を使用することにより端末のデータを基地局
に送信する。
【０１７８】
　ストレージ要素120は、上述の方法実施形態を実施するためのプログラムを格納するよ
うに構成される。処理要素110は、上述の方法実施形態における動作を実行するためにプ
ログラムを呼び出す。
【０１７９】
　別の実装形態では、上述のモジュールは、上述の方法を実施するための1つ以上の処理
要素として構成されてもよい。これらの処理要素は、端末の回路基板上に配置される。本
明細書の処理要素は、集積回路、例えば、1つ以上のASIC、1つ以上のDSP、または1つ以上
のFPGAであり得る。これらの集積回路は、チップを形成するために一緒に集積されてもよ
い。
【０１８０】
　例えば、上述のユニットは一緒に統合され、システムオンチップ（system－on－a－chi
p、SOC）の形態で実装されてもよい。例えば、端末はSOCチップを備え、チップは上述の
方法で端末側の動作を実施するように構成される。処理要素110およびストレージ要素120
は、チップに統合されてもよく、処理要素110は、上述のモジュールの上述の方法または
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機能を実施するために、ストレージ要素120に格納されたプログラムを呼び出す。あるい
は、少なくとも1つの集積回路をチップに統合して、上述の方法または上述のモジュール
の機能を実施することができる。あるいは、上述の実装形態を組み合わせてもよく、その
結果、一部のユニットの機能がプログラムを呼び出す処理要素によって実装され、一部の
ユニットの機能が集積回路を使用することにより実装されるようにしてもよい。
【０１８１】
　結論として、使用される方式に関係なく、端末は少なくとも1つの処理要素とストレー
ジ要素とを備え、少なくとも1つの処理要素が上述の方法実施形態で提供される方法を実
行するように構成される。処理要素は、上述の方法実施形態におけるステップの一部また
はすべてを第1の方式で、すなわちストレージ要素に格納されたプログラムを実行するこ
とにより実行してもよいし、処理要素は、上述の方法実施形態における端末側のステップ
の一部またはすべてを第2の方式で、すなわち命令とともにプロセッサ要素内のハードウ
ェアの集積論理回路を使用することにより実行してもよいし、当然のことながら処理要素
は、上述の方法実施形態の端末側の方法を、第1の方式と第2の方式とを組み合わせて実行
してもよい。
【０１８２】
　上記のように、本明細書における処理要素は、CPUなどの汎用処理要素であってもよい
し、1つ以上のASIC、1つ以上のDSP、または1つ以上のフィールドプログラマブルゲートア
レイ（Field Programmable Gate Array、FPGA）など、上述の方法を実施する1つ以上の集
積回路であってもよい。
【０１８３】
　ストレージ要素はメモリであってもよいし、複数のストレージ要素の総称であってもよ
い。メモリは例として使用される。メモリは、ROMおよびRAMを含んでもよいし、別のメモ
リまたは記憶媒体であってもよい。メモリは、処理要素110に命令およびデータを提供す
る。メモリの一部はさらにNVRAMを含んでもよい。メモリは、オペレーティングシステム
および動作命令、実行可能モジュールまたはデータ構造、またはそのサブセット、または
その拡張セットを格納する。動作命令は、様々な動作を実装するために使用される様々な
動作命令を含み得る。オペレーティングシステムは、様々な基本サービスを実装し、ハー
ドウェアベースのタスクを処理するために使用される様々なシステムプログラムを含み得
る。
【０１８４】
　本出願の一実施形態は、コンピュータ可読記憶媒体を提供する。本出願において提案さ
れた技術的解決策を本質的に、または従来技術に寄与する部分を、または技術的解決策の
すべてまたは一部を、ソフトウェア製品の形態で実現することができることに留意された
い。コンピュータソフトウェア製品は、上記の基地局または端末によって使用されるコン
ピュータソフトウェア命令を記憶するように構成された記憶媒体に格納される。記憶媒体
は、USBフラッシュドライブ、取り外し可能ハードディスク、読み取り専用メモリ（read
－only memory、ROM）、ランダムアクセスメモリ（random access memory、RAM）、ディ
スクまたはコンパクトディスク、およびプログラムコードを格納することができる任意の
媒体を含む。記憶媒体に含まれる命令がコンピュータ上で実行されると、コンピュータは
、方法実施形態で説明された端末または基地局のステップのすべてまたは一部を実装する
。
【０１８５】
　本出願の一実施形態は、少なくとも1つのストレージ要素と少なくとも1つの処理要素と
を備える通信装置をさらに提供する。少なくとも1つのストレージ要素はプログラムを格
納するように構成され、プログラムが実行されると、通信装置は、上述の実施形態のいず
れか1つにおける情報処理方法における端末の動作を実行する。装置は端末チップであっ
てもよい。
【０１８６】
　本出願の一実施形態は、少なくとも1つのストレージ要素と少なくとも1つの処理要素と
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を備える通信装置をさらに提供する。少なくとも1つのストレージ要素はプログラムを格
納するように構成され、プログラムが実行されると、通信装置は、上述の実施形態のいず
れか1つにおける情報処理方法における基地局（マスタ基地局またはセカンダリ基地局）
の動作を実行する。本装置は基地局チップであってもよい。
【０１８７】
　本出願の一実施形態は、上述の態様で説明したマスタ基地局およびセカンダリ基地局を
含む通信システムを提供し、通信システムは、上述の態様において説明された端末をさら
に含むことができる。
【０１８８】
　上記の実施形態のすべてまたは一部は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア
、またはそれらの任意の組み合わせで実施されてもよい。実施形態がソフトウェアで実施
される場合、実施形態は、コンピュータプログラム製品の形態で完全にまたは部分的に実
施されてもよい。コンピュータプログラム製品は、1つ以上のコンピュータ命令を含む。1
つ以上のコンピュータプログラム命令がコンピュータにロードされて実行されると、本発
明の実施形態による手順または機能がすべてまたは部分的に生成される。コンピュータは
、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、または他のプログ
ラマブル装置であってもよい。コンピュータ命令は、コンピュータ可読記憶媒体に格納さ
れてもよいし、コンピュータ可読記憶媒体から別のコンピュータ可読記憶媒体に送信され
てもよい。例えば、コンピュータ命令は、ウェブサイト、コンピュータ、サーバ、または
データセンタから別のウェブサイト、コンピュータ、サーバ、またはデータセンタに、有
線（例えば、同軸ケーブル、光ファイバ、またはデジタル加入者線（DSL））または無線
（例えば、赤外線、電波、またはマイクロ波）方式で送信され得る。コンピュータ可読記
憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の使用可能な媒体であってもよく、
または1つ以上の使用可能な媒体を一体化するサーバまたはデータセンタなどのデータ記
憶装置であってもよい。使用可能な媒体は、磁気媒体（例えば、フロッピーディスク、ハ
ードディスク、または磁気テープ）、光学媒体（例えば、DVD）、または半導体媒体例え
ばソリッドステートディスク（solid state disk、SSD）であってもよい。
【０１８９】
　本出願において提供されるいくつかの実施形態においては、開示のシステム、モジュー
ル、および方法を他のやり方で実装することもできることを理解されたい。例えば、説明
された装置実施形態は単なる例にすぎない。例えば、モジュールの分割は単なる論理的機
能分割にすぎず、実際の実装に際しては他の分割も可能である。例えば、複数のモジュー
ルもしくはコンポーネントが組み合わされ、または統合されて別のシステムになる場合も
あり、いくつかの特徴が無視されたり実行されなかったりする場合もある。加えて、表示
された、または論じられた相互結合または直接結合または通信接続を、いくつかのインタ
ーフェースを使用して実現することもできる。装置間またはユニット間の間接結合または
通信接続は、電子的形態、機械的形態、または他の形態として実現することができる。加
えて、本発明で提供される装置実施形態の添付の図面では、モジュール間の接続関係は、
モジュール間に通信接続があることを示し、通信接続は、1つ以上の通信バスまたは信号
ケーブルとして特に実装され得る。
【０１９０】
　別々の部品として記述されたユニットは物理的に分離している場合もそうでない場合も
あり、ユニットとして表示された部品は、物理的ユニットである場合もそうでない場合も
あり、一箇所に位置する場合もあり、複数のネットワークユニット上に分散される場合も
ある。ユニットの一部またはすべてを、各実施形態の解決策の目的を達成するための実際
の要件に基づいて選択することもできる。
【０１９１】
　統合モジュールがソフトウェア機能ユニットの形態で実現され、独立した製品として販
売または使用される場合、統合モジュールは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶すること
ができる。そうした理解に基づき、本出願の技術解決策を本質的に、または従来技術に寄
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現することができる。コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体に記憶されており、（パ
ーソナルコンピュータ、サーバ、もしくはネットワークデバイスなどとすることができる
）コンピュータデバイスに、本出願の各実施形態で記述されている方法のステップのすべ
てまたは一部を実行するよう指示するためのいくつかの指示を含む。上記記憶媒体は、US
Bフラッシュドライブ、取り外し可能ハードディスク、読み取り専用メモリ（read－only 
memory、ROM）、ランダムアクセスメモリ（random access memory、RAM）、磁気ディスク
、光ディスクといった、プログラムコードを記憶することができる任意の媒体を含む。
【０１９２】
　上記実施形態は、本出願を限定するためのものではく、単に本出願の技術的解決策を説
明するためのものにすぎない。本出願は上記実施形態に関連して詳細に説明されているが
、当業者は、本出願の実施形態の技術的解決策の趣旨および範囲を逸脱することなく、さ
らに、上述の実施形態に記述されている技術的解決策に改変を加え、あるいは、上述の実
施形態の一部の技術的特徴に対する等価の置換を行うことができることを理解するはずで
ある。
【符号の説明】
【０１９３】
　　101　受信ユニット
　　102　送信ユニット
　　110　アンテナ、処理要素
　　120　無線周波数装置、ストレージ要素
　　130　ベースバンド装置、送受信機要素
　　131　処理要素
　　132　ストレージ要素
　　133　通信インターフェース
　　201　処理ユニット
　　202　送信ユニット
　　301　受信ユニット
　　302　処理ユニット
　　401　処理ユニット
　　402　送信ユニット
　　403　受信ユニット
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